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文教及び科学技術分野の主な課題

義務教育費国庫負担金
15,189 （26.7％）

国立大学法人
運営費交付金等
11,409（19.3％）

私学助成
4,756 （8.0％）

高等学校等就学
支援金等

3,837 （6.5％）

その他
8,563 （14.5％）

育英事業費 1,330 （2.2％）
公立文教施設費 2,104 （3.6％）
高専運営費・施設費 685 （1.2％）
国立大学施設費等 696 （1.2％）
その他文教関係費 3,748 （6.3％）

うち、幼児就園奨励費（309）

科学技術振興費
15,418 （26.1％）

５９，１０６

億円

文教関係費
43,688 （73.9％）

（ ３０年度予算要求 ）

・政府研究開発投資目標

・新学習指導要領の円滑な
実施等

・学校における働き方改革

・大学改革
・高等教育の経済的

負担軽減

・大学改革
・高等教育の経済的

負担軽減

・給付型奨学金の本格実施

・幼児教育の無償化

※その他、文化芸術関係として文化経済戦略（仮称）の推進、スポーツ関係としてオリパラに向けた準備等がある
（注）私学助成については、科学技術振興費を含む

（単位：億円）
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論点１ 公財政教育支出

○ 我が国の公財政教育支出について、OECD諸国と比較されることが多いが、子供数、
国民負担率等を踏まえ、どのように評価すべきか。
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公財政教育支出対GDP(初等・中等・高等教育段階、対教育機関)(2014年）

公財政教育支出GDP比

日本 3.2% 

OECD平均 4.4%
7割

在学者／総人口

日本 16.4% 

OECD平均 24.3%
7割

OECD平均4.4%

公財政教育支出と子供の数

（注） OECD平均の値は、計数が取れず算出不能である国を除いた加盟国の平均値。
（出典） OECD「Education at a Glance 2016」、「Education at a Glance 2017」

(%)

OECD平均24.3%
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（出典） OECD「Education at a Glance 2017」

OECD平均（教育支出） 27％
OECD平均（うち公的教育支出） 23％
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（出典）内閣府「国民経済計算」、 OECD「Education at a Glance 2017」、OECD「National Accounts」、OECD「Revenue Statistics」等
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各教育段階の教育費の無償化・負担軽減の状況

幼児教育 義務教育 高校等 高等教育
（大学）

幼児教育の段階的無償化

高等学校就学支援金等の支援

授業料の無償（全公立小中学校）

教科書の無償配布（全小中学校）

就学援助

○ 経済的に困難な児童生徒に対し、学用品費等を支援
（全児童生徒の15.4％）

○ 保護者の負担軽減を行うため、
低所得世帯、ひとり親世帯、多子世帯
（第３子以降）は、ほぼ無償化

○ 授業料を支援するため、就学支援金

（全生徒の約８割）
○ 授業料以外の教育費を支援するため、

奨学給付金

（全生徒の約１割）

※ 上記のほか、都道府県による
授業料支援

奨学金 意欲と能力のある学生の進学を後押し

授業料減免 経済的な理由により納付が困難で、
成績が優秀な学生を支援

○ 給付型奨学金（低所得世帯）

・ 29年度先行実施、30年度以降本格実施（2万人、平年度6万人）

○ 無利子奨学金（51.9万人 全学生の15.0％）

・ 29年度低所得世帯の成績要件の撤廃、残存適格者の解消
・ 29年度所得連動返還方式を導入

○ 有利子奨学金（81.5万人 全学生の23.3％）

○ 国立大学（6.1万人）、私立大学（5.8万人）の授業料減免

※ 私立大学は、奨学費（約900億円）で支援

３歳～ ６歳～ １５歳～ １８歳～

幼児教育 義務教育

高校等 高等教育（大学）
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検討の方向性：公財政教育支出

○ OECD諸国と比較して、我が国の公財政教育支出の対GDP比が低い、あるいは、私費負担が大きい

との指摘があるが、

・ 教育は一人ひとりに対するものであるという観点から、在学者一人当たりで見れば、OECD諸国

と比べて、教育支出全体は高い水準にあり、公財政支出に限っても遜色ない水準となっているこ

と、

・ 私費負担の多寡は国民負担率の多寡にも依存するという観点から、国民負担率の水準を見れ

ば、OECD諸国の中で最低レベルにあること

などを考慮する必要があり、公財政教育支出の対GDP比だけを見て、量的水準の拡大を目的化する

ことは適切ではないのではないか。
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論点２ 幼児教育

○ 幼児教育について、経済的負担の軽減の観点から無償化を進める際に、留意すべき
点は何か。
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３～５歳児の幼稚園における負担軽減の取組み

○通常の世帯

※市町村民税所得割課税額（補助基準額）及び年収は、夫婦（片働き）と子ども２人の世帯の場合の金額であり、年収はおおまかな目安。

※市町村民税所得割課税額（補助基準額）211,200円超世帯について、小学校4年生以上は子供の人数にカウントしない。

○ひとり親世帯等 ※ひとり親世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯)

【階 層 区 分】 年収(目安) 区分

生活保護世帯 －

第 １ 子

第 ２ 子

第３子以降

市町村民税非課税世帯
(市町村民税所得割非課税

世帯含む)
～約270万円

第 １ 子

第 ２ 子

第３子以降

市町村民税所得割課税額
77,100円以下世帯

～約360万円

第 １ 子

第 ２ 子

第３子以降

市町村民税所得割課税額
211,200円以下世帯

～約680万円

第 １ 子

第 ２ 子

第３子以降

市町村民税所得割課税額
211,200円超世帯

約680万円～

第 １ 子

第 ２ 子

第３子以降

平成２９年度 保育料（月額）

3,000円

14,100円

7,050円

20,500円

10,250円

全額負担(25,700円)

12,850円

【階 層 区 分】 年収(目安) 区分

市町村民税非課税世帯
(市町村民税所得割非課税

世帯含む)
～約270万円

第 １ 子

第 ２ 子

第３子以降

市町村民税所得割課税額
77,100円以下世帯

～約360万円

第 １ 子

第 ２ 子

第３子以降

平成２９年度 保育料（月額）

3,000円

※ 補助額 保護者負担額 　平均保育料（25,700円(月額)）の場合の保護者負担額

平成２５年度 保育料（月額）

6,600円

3,300円

9,100円

4,550円

16,100円

8,050円

20,500円

10,250円

全額負担(25,700円)

全額負担(25,700円)

全額負担(25,700円)

平成２５年度 保育料（月額）

9,100円

4,550円

16,100円

8,050円
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私立幼稚園の平均保育料等の推移

（出典）21～26年度の園数については、文部科学省「学校基本調査」、27、28年度については、文部科学省「私立高等学校等授業料等の調査結果について」（旧制度園の平均）
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○ 私立幼稚園の平均保育料の上昇傾向は、子ども・子育て新制度への移行による部分もあると考えられるが、
上昇要因の分析が十分なされているとは言えないのではないか。

保育料
（万円）

入園料
（万円）

8,261園 8,236園 8,226園 8,197園 8,177園 8,142園

6,000園 5,502園

新制度
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検討の方向性：幼児教育

○ これまでも幼児教育の無償化を進めてきており、３歳児で80％、５歳児で97％の子供が在籍してい

る。そうした中で、経済的負担軽減の観点から幼児教育の無償化を進めるにあたっては、保育料の引

上げを助長しないようにしていくことが必要ではないか。
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論点３－（１） 義務教育
＜教職員定数＞

○ 新しい学習指導要領の実施や、学校における働き方改革のため、教職員定数の増加
による対応の是非を含め、学校の指導・運営体制をどのように改善していくべきか。
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文部科学省の定数改善要求

○ 文科省からは、30年度3,415人の増（平成30～38年の９年間で約2.3万人の増）の要求。

平成30年度概算要求における定数改善要求

65.5

66.0

66.5

67.0

67.5

68.0

68.5

69.0

69.5

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度 38年度

（教職員数：万人）

（注）「自然減」等の将来推計は、文部科学省試算。

児童・生徒100人あたりの
教職員数：7.3人

児童・生徒100人あたりの
教職員数：7.7人

文科省計画と、現行制度の下で児童生徒
数の自然減等を踏まえた見通しとの差
約2.3万人（公費：1,500億円程度）

文科省計画（平成30年度要求時点）

平成29年度予算定数の水準

29年度 38年度
対29年度

増減

基礎
定数

63.4万人
（16.4人）

61.6万人
（16.9人）

▲1.8万人
（▲2.8%）

加配
定数

5.4万人
（1.4人）

6.7万人
（1.8人）

＋1.3万人
（＋25.0%）

文科省計画（ 30年度概算要求）

現行制度の下で児童生徒数の
自然減等を踏まえた見通し

（注）29年度及び38年度の括弧書きは、10学級当たりの
教職員定数。

自
然
減
及
び
基
礎
定
数
化
に
よ
る
増
減

事項
H30
要求

H30～38
計画

小学校専科指導の充
実

＋2,200人 ＋6,635人

貧困等に起因する学
力課題の解消

＋100人 ＋800人

中学校における生徒
指導体制の強化（いじ
め・不登校等の未然
防止・早期対応等の
強化）

＋500人 ＋4,100人

統合校・小規模校へ
の支援

＋75人 ＋925人

学校指導体制の基盤
整備（養護教諭・栄養
教諭等）

＋40人 ＋1,330人

共同学校事務体制強
化

＋400人 ＋8,365人

主幹教諭の配置充実 ＋100人 ＋600人

合計 ＋3,415人 ＋22,755人

教職員定数の見通し

+3,415人
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小学校（１～６学年平均） 中学校（１～３学年平均）

現・学習指導要領 941コマ 1,015コマ

新・学習指導要領
（平成32年度～）

964コマ 1,015コマ

実態調査
（平成27年度）

981コマ 1,042コマ

（出典）文部科学省「平成27年度公立小・中学校における教育課程の編成・実施状況調査の結果について」

○ 新学習指導要領（平成32年度以降）に基づく授業時間は、英語の授業コマ数の増加により、小学校において現
行の学習指導要領の941コマから964コマに増加する。

一方、文部科学省の平成27年度の実態調査によれば、既に小学校において新指導要領の964コマを上回る981
コマの授業が行われている。

①－１ 新学習指導要領（授業コマ数の実態）

＜ ＜
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現・新指導要領における年間授業コマ数

英語 不変



○ 日本のPT比（教員一人当たりの児童生徒数）は、主要先進国と比べて遜色ないレベル。
○ 日本の教員の授業時間数は、主要先進国と比べて短い。

（参考）初等中等教育における教育環境の国際比較

２０１５年 小学校 中学校

日本 16.9 13.6

ＯＥＣＤ平均 15.2 13.0

Ｇ５平均 17.0 14.3

アメリカ 15.4 15.4

イギリス 18.4 14.3

フランス 19.0 15.2

ドイツ 15.5 13.3

（出典）Education at a Glance 2017(OECD)

教育段階別教員一人当たり児童生徒数

742 

1,131 

942 
900 
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903 

610 

981 

817 

648 

750  761 
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200

400

600

800

1,000

1,200

日本 アメリカ イギリス フランス ドイツ Ｇ５平均

小学校 中学校

教員の授業時間数（年間）

（出典）アメリカの小学校以外はEducation at a Glance 2017(OECD)、
アメリカの小学校はEducation at a Glance 2014(OECD)

（時間）
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①－２ 新学習指導要領（小学校における英語教員の実態）

○ 小学校教員を養成する教職課程での英語教育に対応している大学は一部。
○ 語学指導等を行う外国青年招致事業（JETプログラム）等を通じて、外国語指導助手（ALT）を活用。
○ 「特別免許状制度」（教員免許を持っていないが、優れた知識経験等を有する社会人等に対し、教員免許を授

与）を、小学校における英語の教科化等への対応に活用しているが、限定的。

年度 授与件数
うち英語の
授与件数

23年度 39 0

24年度 52 3

25年度 59 6

26年度 92 35

27年度 215 95

○ 平成26年のガイドライン策定後、英語の特別免許状の授与件数は微増。
※ 授与者の主な職歴は、ALT、外国人講師、通訳、大学教員等。

調査対象教員数（Ａ）
英語能力に関する外部試験を
受験した経験のある教員数

英検準１級以上等を
取得している教員数（Ｂ）

346,094人 124,591人 3,333人
（Ｂ）/（Ａ）＝約１％

（注1）「英語能力に関する外部試験」とは、英検、TOEFL、TOEICを指す。
（注2）「英検準１級以上等」とは、英検準１級以上以外にＴＯＥＦＬのＰＢＴ550点以上、

ＣＢＴ213点以上、iBT80点以上又はＴＯＥＩＣ７３０点以上を指す。

（出典）文部科学省「平成28年英語教育実施状況調査」

JET
プログラム 直接任用 労働者

契約派遣 請負契約 その他 合計

2,216人 1,875人 1,362人 1,831人 5,140人 12,424人

小学校におけるALT等の任用・契約形態別人数【平成28年12月1日現在】

ALTが活用されている授業時数の割合【平成27年度実績】

小学校5,6年生

ALTの外国語の授業における活用率 61.7%

外国語指導助手（ALT）等の任用・契約形態別人数等の状況（平成28年度） 特別免許状の授与状況

（参考）英検準１級以上等は、中学校（英語教諭）で32.0％、高校（英語教諭）で62.2％

小学校英語教員の英語力の状況

新規教員採用の実態

○ 小学校教員の教職課程において、英語が必修科目とされている大学の割合は10％であり、半数以上が教科外国語に対応した科目を設置していない。
○ 一部の都道府県で、英語の資格等を有する者に対して、英語試験の一部免除・加点がなされているが、必ずしも外国語が導入されている訳ではない。

（注）「その他」は、留学生や英語が堪能な地域人材（日本人を含む）の人数。
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○ 教員は、事務負担や地域対応、クラブ活動などに負担感を感じている。

②－１ 教員の働き方改革（事務負担の実態）

（出典） とりもどせ！教職員の「生活時間」－日本における教職員の働き方・労働時間の実態
に関する調査研究報告書－ （公財）連合総合生活開発研究所

小学校 中学校

1位
保護者・地域からの要望等へ
の対応

84.0
保護者・地域からの要望等へ
の対応

81.8

2位
国や教育委員会からの調査
対応

82.8
国や教育委員会からの調査
対応

80.3

3位 成績一覧表・通知表の作成 79.1
児童・生徒の問題行動への
対応

79.3

4位
児童・生徒の問題行動への
対応

77.9 クラブ活動・部活動指導 74.5

5位
学期末の成績・統計・評定
処理

75.8 成績一覧表・通知表の作成 71.3

小学校 中学校

1位 学校徴収金未納者への対応 90.4 学校徴収金未納者への対応 88.5

2位
国や教育委員会からの調査
対応

72.2
国や教育委員会からの調査
対応

72.6

3位 クラブ活動・部活動指導 64.5
児童・生徒・保護者アンケ―
ト実施

65.7

4位 地域との連携に関する業務 64.3 地域との連携に関する業務 63.5

5位
児童・生徒・保護者アンケ―
ト実施

63.7 クラブ活動・部活動指導 55.4

負担感を感じる業務

他の職員・スタッフに移行すべきもの

（出典）文部科学省「平成29年度教育委員会における学校の業務改善のための取組状況調査結果」

学校に対する調査・報告依頼の状況

20.4%

5.0%

14.9%

53.7%

35.0%

38.3%

15.2%

35.0%

19.1%

10.7%

25.0%

27.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市区町村

政令市

都道府県 10件未満

10件以上

30件未満

30件以上

50件未満

50件以上

教育委員会から学校に対する調査・報告依頼の件数（29年3月の1か月間）

（注）割合は全体数（都道府県47件、政令市20件、市区町村1,718件）に対する回答件数

学校における文書処理件数（埼玉県戸田市（平成27年度の１年間）の例）

○ 各校とも年間2,000件以

上の文書を処理している。

1件当たりの処理時間を30

分と仮定すれば、月平均

約83時間を費やしているこ

ととなる。

A小学
校

教育委員
会

各課

市役
所

各課

他団
体

合計
件数

文書
件数

1,744 99 481 2,324

B中学
校

教育委員
会

各課

市役
所

各課

他団
体

合計
件数

文書
件数

1,704 80 290 2,074
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○ 市町村費負担事務職員については、普通交付税の基準財政需要額の算定上、その給与費が単位費用に算
入されているが、それに基づく推計と、学校基本調査で報告されている事務職員数に差異が生じている状況。

（出典）文部科学省「平成28年度学校基本調査」

地方交付税交付金の算定上
見込まれている人数（推計） 学校基本調査における人数

区分 人数

小学校 １．８万人程度

中学校 ０．９万人程度

区分 人数

小学校 ２，１８７人

中学校 １，２４９人

（注）基準財政需要額の単価費用等から推計

②－２ 教員の働き方改革（市町村費負担事務職員の活用実態）
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②－３ 教員の働き方改革（勤務管理の実態）

○ 現状では、勤務時間・内容の管理ができておらず、管理職による業務の適正化が行えない状況。

（出典）文部科学省「平成28年度教員勤務実態調査」

0.3%

0.0%

3.0%

11.8%

9.3%

29.8%

45.9%

0.3%

0.0%

0.8%

14.1%

8.6%

40.6%

35.8%

無回答

その他

特に何も行っていない

校務支援システムなどICTを活用して出勤の時刻を記録している

タイムカードなどで出勤の時刻を記録している

出勤簿への押印などで出勤を確認している

報告や点呼、目視などで管理職が

出勤を確認している

小学校 中学校

0.3%

1.5%

13.8%

13.3%

13.3%

57.9%

0.3%

0.3%

10.8%

16.6%

10.3%

61.7%

無回答

その他

特に何も行っていない

校務支援システムなどICTを活用して退勤の時刻を記録している

タイムカードなどで退勤の時刻を記録している

報告や点呼、目視などで管理職が退勤を確認している

小学校 中学校

教員の毎日の出勤時刻の管理をどのように行っているか。

教員の毎日の退勤時刻の管理をどのように行っているか。

教員の勤務時間管理の状況
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○ 生徒の健全育成の観点から、本来、生徒の自主的・自発的活動である部活動では、週２日以上の休
養日を設定することが適切とされているが、中学校の部活動や部活動手当の支給状況を見ると、部活
動の休養日が適切に設定されていないほか、教員は、土日のいずれかは部活指導を行っている。

②－４ 教員の働き方改革（部活動の実態）

外部指導者の活用状況部活動手当の支給状況（土日）

（出典）日本中学校体育連盟加盟校調査、
全国高等学校体育連盟加盟校調査

中学校部活動担当教員１人当たりの
部活動手当支給回数

➣年間４４回（１カ月当たり３．７回）（※）

27年度部活動手当支給実績額：約230億円
（延べ765万回）

27年度部活動担当教員数：約17.4万人
⇒１人当たり年間支給回数：44回
（※）文部科学省による試算

運動部活動の外部指導者数（28年度）

中 学 校：30,591名
高等学校：9,922名
合 計：40,513名

中学校部活動の活動状況

（出典）スポーツ庁「平成28年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」、「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン作成検討会議（第1回）」資料

○ １週間の合計活動時間は、男子が約15.6時間、女子が約15.8時間
➣平日５日間の合計 男子：約9.5時間、女子：約9.6時間
➣土日２日間の合計 男子：約6.1時間、女子：約6.3時間

○ １週間の中で、休養日を設けていない学校の割合は、22.4％
１ヶ月間の中で、土日に休養日を設けていない学校の割合は、42.6％

○ 平成27年度に運動部活動の外部指導
者を活用した中学校の割合

約74％

○ 運動部の数に占める外部指導者の割合

中学校で約25％、 高等学校で約11％

【中体連及び高体連調査】【スポーツ庁調査】

（出典）スポーツ庁「運動部活動の在り方に関する総合的な
ガイドライン作成検討会議（第1回）」資料
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検討の方向性：教職員定数

○ 教職員定数については、少子化の視点を踏まえた自然減や平成29年度の法改正に基づく基礎定数化

を勘案した見通しによれば、児童生徒あたりの教職員数は増加することとなる。これに加えて更なる

教職員数の増加が必要となるか否かは、定量的かつ客観的なエビデンスやPDCAサイクルの確立が前提

となるのではないか。

○ 教員の働き方改革に関しては、まずは、

・ 教育委員会等からの事務・調査の厳選・合理化、

・ 総量規制を含めた部活動のあり方の見直し、

・ 市町村費負担事務職員の配置の実態把握と適切な活用

といったことを通じて、教員がより多くの時間を授業に充てられるよう業務の適正化を行っていくべ

きではないか。

○ その上で、今般の学習指導要領改訂に伴う英語の授業時数の増加に関しては、総授業時数で見れ

ば、すでに学習指導要領改訂後の必要授業時数を上回る授業を行っている実態にかんがみ、

・ 必要な授業時数を上回って実施している授業の英語への振替え、

・ 中学校教員も含めた教員配置の見直し、

・ 外部人材の活用やそのための免許制度の見直し

といったことを通じて、対応していくべきではないか。
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論点３－（２） 義務教育
＜学校の規模＞

○ 児童数の減少に比して、学校数はさほど減少していない。「適正規模」に満たない学校
が多く存在する中で、学校の統廃合を含め、学校規模の適正化を図ることについてどう考
えるか。
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学校数及び児童生徒数の推移（公立小中学校）

（出典）文部科学省「学校基本調査」

H29年 約306万人

学校数

学
校
数

（万人） （校） （万人） （校）

児童数

１学校当りの児童数
Ｈ元 ： 385.9人 → Ｈ29 ： 312.0人

１学校当りの生徒数
Ｈ元 ： 509.2人 → Ｈ29 ： 323.2人

児
童
数

生
徒
数

学
校
数

H29年 9,479校

学校数

生徒数

公立小学校 公立中学校

H元年 約539万人

H元年 10,578校

H29年 約633万人

H29年 19,794校

H元年 約950万人

H元年 24,608校
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※特別支援学級は含まない
※０学級は休校中の学校
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（注）表中の「適正規模」とは、学校教育法施行規則第41条及び79条に基づく小中学校１校当たりの標準学級数をいう。
（出典）文部科学省「学校基本調査」

適正規模未満が

45.3%

適正規模未満が

51.2%

学級数別の学校数

学級数別学校数（小学校）（公立20,011校の内訳）

学級数別学校数（中学校）（公立9,555校の内訳）

（校）

（校）

（学級）

（学級）

○ 学校規模については、「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」（文部科学
省）によれば、小・中学校ともに12～18学級が適正規模であるとされているにもかかわらず、それ未
満の学校が約５割も存在。
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検討の方向性：学校の規模

○ 地域の実情を踏まえる必要があるものの、児童生徒が、その能力を育み、社会性や規範意識を身

に付けられるような教育環境を整備する観点から、学校規模の適正化が必要ではないか。
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論点４－（１） 高等教育
＜高等教育の経済的負担の軽減＞

○ 高等教育にかかる経済的負担の軽減を進めるにあたって、高等教育の質の向上を図り
つつ、学生が勉学に励む環境を作るためには、どのような点に配慮していくことが必要か。

○ 所得制限なしの無償化やオーストラリア型のHECS制度の議論があるが、これをどのよう
に考えるか。
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① 高等教育進学率・学位保持率（2015年）

進学率

（注）日本は留学生除きのデータはないが、高等教育機関に在籍する留学生割合は３％。
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（注） 高等教育進学率：高等教育課程（2年制大学等も含む全高等教育課程）に進学したある年齢の進学者数を当該年齢人口で除した年齢別進学率の合計。なお、高等教育進学率
（留学生除き）については、データのある国のみ掲載している（日本はデータなし）。
学位保持率（初回卒業率）：高等教育課程（2年制大学等も含む全高等教育課程）の初回卒業率

（出典） Education at a Glance 2017(OECD)

学位保持率

【OECD平均：44％】

【OECD平均：66％】
【OECD平均（留学生除き）：57％】

高等教育進学率（全体）
高等教育進学率（留学生除き）
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進学率１(大学＋短大＋高専＋専門学校）

収容力（大学＋短大）

現役志願率（大学＋短大）

大学： 52.6%
短大： 4.7%
高専４年次：0.9%
専門学校： 22.4%

進学率２（大学＋短大）

大学：52.6%
短大： 4.7%

大学：56.6%
短大： 4.9%

短大入学者数（万人）

専門学校入学者数（万人）

高校等卒業者数（万人）

18歳人口（万人）

高専４年次在学者数

大学入学者数（万人）

● 18歳人口 ＝ ３年前の中学校卒業者数及び中等教育学校前期課程修了者数
● 進学率１ ＝ 当該年度の大学・短大・専門学校の入学者、高専４年次在学者数

18歳人口
● 進学率２ ＝ 当該年度の大学・短大の入学者数

18歳人口
○ 高校等卒業者数 ＝ 高等学校卒業者数及び中等教育学校後期課程修了者数
○ 現役志願率 ＝ 当該年度の高校等卒業者数のうち大学・短大へ願書を提出した者の数

当該年度の高校等卒業者数
○ 収容力 ＝ 当該年度の大学・短大入学者数

当該年度の大学・短大志願者数

年度

（参考）１８歳人口と高等教育機関への進学率等の推移

国立社会保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口（出生中位・死亡中位）」による

（注）進学率、現役志願率については、少数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。
（出典） 文部科学省「学校基本統計」、平成41年度以降については国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（出生中位・死亡中位）」を基に作成 31
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400万円以下 600万円以下 800万円以下 1000万円以下 1000万円超

（注１）日本全国から無作為に選ばれた高校３年生4,000人とその保護者4,000人が調査対象。

（注２）両親年収は、父母それぞれの税込年収に中央値を割り当て（例：「500～700万円未満」なら600万円）、合計したもの。

（注３）無回答を除く。専門学校には各種学校を含む。

（出典）東京大学大学院教育学研究科大学経営・政策研究センター「高校生の進路追跡調査第１次報告書」（2007年9月）

日本の高校卒業後の予定進路（両親年収別）（％）

高等教育機関計
（ ４年制大学＋短期大学＋

専門学校）

学士課程
（４年制大学）

（注1） 公費負担割合(高等教育段階)については、①フィンランド96.5％、
②ノルウェー96.3％、③デンマーク94.7％、④オーストリア94.4％、
⑤アイスランド91.3％、⑥スウェーデン89.1％。

（注2） 25歳未満かつ留学生除きの数値。
（出典） Education at a Glance 2017(OECD)

②－１ 低所得世帯の高等教育機会の確保（所得階層別の高等教育進学率）

【OECD平均(高等教育全体)：48％】
【OECD平均(学士課程)：43％】
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成
績
基
準

（高）

（低）

世帯年収（万円）

（高）（低）

無利子奨学金
（所得連動返還方式選択可能）

3.5

②－２ 低所得世帯の高等教育機会の確保（経済的支援のイメージ）

4.3

600400200 800

現行の低金利を反映し、貸与金利の下限
を0.1％から0.01％に引下げ。

有利子奨学金

○ 奨学金について、返還者が災害、傷病、経済的理由により返還困難となっている場合、返還期限猶予制度（注１）及び
減額返還制度（注２）が利用可能。

（注１）経済的困難の場合は、通算10年まで猶予可能。ただし、無利子奨学金については、申請時の家計支持者の年収が300万円以下であり、
本人の年収が300万円を超えない場合は、無期限猶予とすることができる。

（注２）当初割賦金額を減額すれば返還可能である返還者は、一定の要件を満たすことで、最長10年間、当初割賦金額を1/2に減額することが可能。
なお、29年度からは、減額幅を1/2又は1/3から選択可能とし、適用期間を通算15年に延長。

○ 無利子奨学金について、29年度進学者から、所得に応じて返還額が変動する「所得連動返還方式」を導入
（返還額は月2,000円 ～）

国立大学の授業料減免

給付型奨学金

全学生数（平成28年度）
国立大学：61万人
私立大学：211万人

※29年度対象者数：51.9万人（29年度予算額：885億円）
うち残存適格者の解消：2.4万人
うち低所得者に係る成績基準撤廃：2.0万人

→28年度実績：50.0万人

※29年度対象者数：81.5万人
（29年度予算額（財投）：7,003億円）

→28年度実績：81.0万人

※経済的困難かつ学業優秀と認められる者が対象
※国大授業料：53.6万円
※29年度対象者数：6.1万人（29年度予算額：333億円）
→自己収入による免除分も含めた28年度実績：延べ19万人（409億円）

29年度対象者数：2,800人
（29年度予算額：70億円）
30年度対象者数：2万人
33年度対象者数：6万人

私立大学等の授業料減免等
※私大授業料：86.4万円
※29年度対象者数：5.8万人（29年度予算額：102億円）
→28年度実績：4.2万人（77億円）

※ この他、奨学費
（約900億円）の支援
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③－１ 大学生・大学教育の実態（大学入学者の学力・学習状況）

大学生の学力・学習の状況（全体）

Ｑ：貴学科の１年生についてお聞き
します。貴学科の今年度の１年
生で、次のような学生はどれくら
いいますか。

高校３年生（４年制大学に進学予定）の学力・学習の状況（全体）

Ｑ：貴校から四年制大学に進学
する予定の生徒（３年生）につ
いて伺います。進学予定の３
年生の中で、次のような生徒
はどれくらいいますか。

（出典）ベネッセ教育総合研究所「高大接続に関する調査（2013年）」 34



③－２ 大学生・大学教育の実態
（大学生の授業外の学修時間の日米比較（1週間当たり））

9.7 

0.3 

57.1 

15.3 

18.4 

26.0 

14.8 

58.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日本

アメリカ

0時間 1‐5時間 6‐10時間 11時間以上
（出典） 東京大学 大学経営政策研究センター「全国大学生調査2007年」等

１日１時間未満は２割以下

１日１時間未満が全体の６割以上

35



③－３ 大学生・大学教育の実態（「大学設置基準」を満たしていない学修時間）

○ 大学設置基準が前提としている学修時間は、１日約９時間であるが、日本の大学生の学修時間（授業、授業
関連の学習、卒論）は、約4.6時間にとどまっており、大学の教育の実態は大学設置基準に合致していない可能
性。

(単位)
第二十一条 各授業科
２ 前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業
による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
一 講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。

(卒業の要件)
第三十二条 卒業の要件は、大学に四年以上在学し、百二十四単位以上を修得することとする。

大学設置基準（抄）

大学生の学修時間が大学設置基準に合致していない可能性

【大学設置基準の前提】
大学設置基準は、
・ １単位当たり、授業も含め、45時間の学修時間
・ 卒業要件は４年間で124単位
を前提としている。

したがって、１日あたり約９時間の学修を前提としている。

学業・実験
2.9時間

授業に関する学習
1.0時間

卒論
0.7時間

読書等
0.8時間

サークル
0.9時間

アルバイト
1.8時間

授業、授業関連の
学習、卒論

：約4.6時間

【大学生の実態】

（出典）平成23年8月22日 中央教育審議会 大学分科会大学教育部会（第４回）における金子元久委員提出資料 等から作成

大学生の１日の学修時間

36
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③－４ 大学生・大学教育の実態（大学改革を阻害しない負担軽減）

○ 大学改革においては、大学教育・研究の成果を問うことで、大学（＝供給者）と学生（＝需要者）が、その成果
（＝「稼ぐ力」）を確実に得られる努力をし、好循環を実現することが重要。

経済的支援
・ 奨学金
・ 授業料減免

大学

学生

企業

対価性

・ 教育の質向上

・ 勉学に注力

・ 採用・待遇において大学
教育の成果を勘案

勉学へのインセンティブ

大学改革⇐

産学連携等⇐

⇐

好
循
環
を
阻
害
し
な
い
よ
う
に
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④－１ HECS制度（オーストラリアの仕組み）

○ オーストラリアのHECS制度（Higher Education Contribution Scheme）は、それまで授業料を徴収していな
かった制度から、授業料を徴収する制度に移行する中で生み出された授業料相当額を後払いする制度。

具体的には、

① 高所得世帯を含め、全学生が
・ 在学中には授業料を納付せず（自発的に納付することは可能）、
・ 卒業後、所得が一定水準以上の場合は、税務当局に「学生拠出分」を納付（HELP（Higher Education 

Loan Program）を活用）。
在学中は、政府が「学生拠出分」を大学に支払い。

② このほか、政府は「政府拠出分」を大学に補助。
（注1）オーストラリアの大学型の高等教育機関は、国公立大学は37大学、私立大学は２大学。

（注2）オーストラリアにおけるHELPローンの未回収率は２割程度とされている。

（注3）物価スライド（1.5％（2017年））があるため、実際には利子負担が生ずる。

HECSのスキーム

（在学中）

（卒業後）

学生 大学 政府

学生

授業料
無料

納税者番号登録

①「学生拠出分」支払い

学生拠出分を所得に応じて
源泉徴収により徴収

○ なお、非大学型の私立高等教育機関に対しては「政府拠出分」の補助はなく、学生は授業料の全額を
支払う。ただし、
・ HELPを活用し卒業後に支払う方法と、
・ 在学中に納付する方法

のいずれかを選択可能。

②「政府拠出分」を補助
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④－２ HECS制度（HECSと所得連動返還型無利子奨学金の比較）

HECS

所得連動返還型
無利子奨学金

子供
親

「稼ぐ力」
が弱い

「稼ぐ力」
がある

低所得世帯 ○ △

高所得世帯 ○ △

子供
親

「稼ぐ力」
が弱い

「稼ぐ力」
がある

低所得世帯 ○ △

高所得世帯 × ×

財源

格差が
縮まらない

低所得世帯 高所得世帯

親
の
所
得

低所得世帯 高所得世帯

親
の
所
得

格差は
縮小

● 受益者

● 受益者

貸与額

貸与額

財源

「稼ぐ力」が高まらない大学教育を温存しやすい

「稼ぐ力」が高まらない大学教育を温存しにくい
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検討の方向性：高等教育の経済的負担の軽減

○ 「意欲」と「能力」がある若者が高等教育を受けられるよう、これまでも低所得世帯を中心に、奨
学金制度の充実、大学授業料の減免の拡充などに取り組んできている。また、国際的に見ても高等教
育全体の進学率・学位保持率は高い水準にあることから、負担軽減は真に支援が必要な低所得世帯の
子供に絞り込むべきではないか。

○ 真に支援が必要な低所得世帯への負担軽減を進めていくに当たっては、
・ 大学を卒業すると生涯賃金が高まる中、事実上「低所得の中高卒者」から「高所得の大卒者」へ
の所得移転となることから、世代内の不公平感を高めないようにする、

・ 教育の成果を問い、勉強しない学生を増加させないようにする、
・ 大学経営陣、教職員が教育の質を高めようとする大学改革を阻害しないようにする、
・ 大学にも相応の負担・協力を求め、定員割れの大学や赤字経営の大学への単なる経営支援になら
ないようにする、

といった課題に配慮した制度設計が必要ではないか。

○ なお、高所得世帯も対象にしてしまう全面的な無償化については、上記の課題に加え、高所得世帯
の子供にも受益が及んでしまうため低所得世帯との差が埋まらないことや、既に大学に進学できてい
る高所得世帯にも受益が及んでしまうため格差をかえって拡大する可能性があることから、適切では
ないのではないか。
また、高所得世帯も対象にしてしまうHECS制度については、上記の課題や格差解消につながらない

という問題に加え、
・ 管理すべき対象が増加し、コスト面で非効率であること、
・ 管理運営・執行の実現可能性に課題があること
から、適切ではないのではないか。
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論点４－（２） 高等教育
＜若手研究者の処遇＞

○ 大学の財務基盤のあり方と、若手研究者の待遇や博士課程の入学者の確保につい
て、どのよ うに考えるか。
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10,971

10,945

10,945

11,123

10,792

11,366

11,528

11,585

11,695

11,813

12,044

12,215

12,317

12,416

29年度

28年度

27年度

26年度

25年度

24年度

23年度

22年度

21年度

20年度

19年度

18年度

17年度

16年度
▲98億円減
（▲0.8%）

▲103億円減
（▲0.8%）

▲171億円減
（▲1.4%）

▲230億円減
（▲1.9%）

▲118億円減
（▲1.0%）

▲110億円減
（▲0.9%）

（単位：億円）

▲58億円減
（▲0.5%）

▲162億円減
（▲1.4%）

▲574億円減
（▲5.1%） 331億円増

（3.1%）

▲177億円減
（▲1.6%）

対前年度
同 額

①－１ 国立大学法人運営費交付金（予算額推移）

25億円増
（0.2％）
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①－２ 国立大学法人運営費交付金（法人化以降の国立大学に対する支援）

国⽴⼤学の教育研究活動に対する公的⽀援（Ｈ16→27）
（国⽴⼤学法⼈運営費交付⾦＋補助⾦等）

（億円）

（注） 上記は、国立大学法人運営費交付金の予算額（附属病院の赤字補填と退職手当の減を除いた額）と国立大学に対する補助金等
を加えた金額。なお、補助金等については、国立大学に対する予算額は把握できないため、各国立大学の決算報告書等に記載
されている決算額を使用。

10,248 

10,290 

10,682 

723 

655 

1,149  584 

10,971 

10,945 

12,416 

6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000

H29

Ｈ27

H16

附属病院の⾚字補填、退職⼿当
の減を除けば ▲４３４億円（Ｈ16→29）

退職⼿当特殊要因を除いた運営費交付⾦

病院運営費交付⾦

○ 国立大学法人運営費交付金は、平成16年度の法人化以降▲1,400億円程度減額されているとの指摘
がある。しかしながら、
・ 附属病院の赤字解消（▲584億円）、退職手当の減（▲427億円）という特殊要因を除くと、
▲434億円（▲3.5％）の減に留まっていること、

・ この間、入学者数が▲4.0％（18歳人口は▲15％）減少したこと、
・ 国立大学に対する補助金等は約1,000億円増加したこと
を勘案する必要がある。

補助⾦等を加えれば合計 ＋６１６億円（Ｈ16→27）

国⽴⼤学法⼈運営費交付⾦予算額（Ｈ16、27、29）

（億円）

（▲434億円） （▲1,445億円） 補助金等の決算データなし

（＋1,008億円）

6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000

Ｈ29

Ｈ27

Ｈ16 12,080

12,695

補助⾦等
1,397

2,405

特殊要因を除いた運営費交付⾦
10,682

10,290
（＋616億円）
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② 国立大学法人の事業費推移

（単位：億円）

1,040 

1,233 

1,408 

1,411 

1,615 

1,832 

1,774 

2,333 

2,479 

2,712 

2,870 

3,238 

3,450 

3,340 

4,284 

4,456 

4,836 

5,471 

6,037 

6,666 

6,897 

576 

600 

646 

647 

662 

702 

676 

1,083 

1,506 

1,795 

1,801 

1,621 

2,067 

2,302 

13,050 

13,266 

13,561 

13,429 

13,759 

14,560 

14,836 

916 

876 

903 

838 

882 

938 

911 

338 

321 

300 

256 

208 

164 

144 

2 

7 

10 

12 

17 

24 

22 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

16年度

18年度

20年度

22年度

24年度

26年度

27年度

教育経費 研究経費 診療経費 教育研究支援経費 受託研究等 人件費 一般管理費 支払利息 その他

23,622億円

24,743億円

26,172億円

26,735億円

28,039億円

30,404億円

30,902億円

（出典）国立大学法人財務諸表

○ 法人化以降の国立大学法人の事業費は着実に増加している。

44



（単位︓⼈）

対前年度増減 対前年度増減 対前年度増減
16年度 624,389 － 60,897 － 55,545 －
26年度 612,509 ▲ 2,274 64,252 1,034 75,556 4,045
27年度 610,802 ▲ 1,707 64,684 432 78,034 2,478
28年度 610,401 ▲ 401 64,771 87 79,273 1,239

29年度(速報値) 609,428 ▲ 973 64,479 ▲ 292 80,823 1,550
対16年度増減

 国⽴⼤学の学⽣数及び教職員の推移

本務職員数

▲ 14,961 3,582 25,278

年度 学⽣数 本務教員数

③-１ 国立大学の教員（学生数と教職員数の推移）

（出典）文部科学省「学校基本調査」

○ 法人化した平成16年度以降、国立大学の学生数は▲1.5万人減少しているが、教職員数は約2.9万人増加。
その結果、教員一人当たりの学生数は、他の先進国の平均を下回っている。

⽇本 アメリカ イギリス ドイツ フランス Ｇ５平均 OECD平均

教員⼀⼈当たり学⽣数（⼈）
（⽇本は常勤(本務教員）のみで算出）

9 1514 16 12 18 14
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（注1）日本はH27年度学校基本調査の国立大学の値。
（注2）アメリカは短期を含む全高等教育段階（2015年時点）。
（注3）上記以外は、学士・修士・博士または同等レベルのもの（2015年時点）。
（出典）文部科学省「学校基本調査」及びOECD「図表で見る教育（2017）」



③－２ 国立大学の教員（若手教員のあり方①）

○ 40歳未満の教員について、 「任期付き」が増加し、「任期なし」が減少しているとの指摘がある。
○ しかしながら、教員の雇用や任期の判断が効果的になされてこなかったのではないか。
○ また、入学者が減少している中で、常勤教員数を増加させていることから、40歳未満の「実質任期なし」を改

善させる余地があったのではないではないか。

58,853  56,169 
（▲4.6％）

2,506  9,391

入学者数

102,455 
99,461 

（▲2.9％）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

19年度 29年度

（実質任期なし）

（任期付き）

61,359人 65,560人(+4,201人)

（単位：人）

常勤教員数

（注）「実質任期なし」教員数は、「任期なし」教員に再任を前提とした「任期付き」教員
を含めた人数。

（出典）文部科学省調査

教員の業績評価の活用状況

（注）国立大学の約95％が教員の業績評価を実施
（出典）文部科学省委託調査「研究者等の業績に関する評価に関する調査・分析報告書（三菱総合研究所）」

（平成26年度）

業績評価結果を判断材料としている主な項目
活用している

割合

① 賞与・報奨金等 67%

② 給与 58%

③ 評価が悪かった教員に対する指導 51%

④ 学内・研究所内の表彰等 21%

⑤ 教員の基盤的研究費の配分 18%

⑥ 昇任 17%

⑦ 雇用継続・任期延長の判断 4%

46

常勤教員数



③－３ 国立大学の教員（若手教員のあり方②）

○ 加えて、40歳以上の「実質任期なし」の教員数を増加させるような人事政策（定年延長、40歳以上の採用）を
とってきたことや社会全体が高齢化していることをどのように考えるか。

40歳未満の「任期なし」が減少しているが、

・ 退職補充の際に、40歳以上の任期なし教員の採用比率が高い可能性が

あること、

・ 社会全体として高齢化が進んでいること

をどう考えるか。

（出典）文部科学省調査

新規採用、
転入

42,756  44,470 

16,097  11,699 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

19年度 29年度

（単位：人）

新規採用
平均年齢

【３７．４歳】

58,853人 56,169人

（40歳以上）

（40歳未満）

増加
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常勤教員のうち「実質任期なし」教員数

定年退職、
転職 等

（注）「実質任期なし」教員数は、「任期なし」教員に再任を前提とした「任期付き」教員
を含めた人数。

（出典）文部科学省調査

定年延長

定年
年齢

15年度 16年度 19年度 22年度 25年度 29年度

61歳 1

62歳 1 2

63歳 28 25 24 18 10 9

64歳 2 3

65歳 55 58 59 64 75 76

66歳

67歳 1 1 1 1 1 1

（単位：大学）



④－１ 博士課程（博士課程の在籍者数の推移）

○ 博士課程の進学者数は減少していると言われるが、1990年代以降に大幅に増加した後の高止まり状態の中で
の微減。

（出典）学校基本調査

29,911 

62,481 

75,365  73,913 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 291991 92       93  94 95  96  97 98 99    2000 01  02 03  04        05       06       07       08       09      10      11        12       13      14       15       16       17

平成３年の大学審議
会答申で、大学院学
生数の倍増が掲げら
れた。

（人）

（年度）

博士課程在籍者数推移
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④－２ 博士課程（博士の評価）

○ 我が国の大学院教育、特に博士課程の成果について、市場において適正な評価がなされていないか、教
育・研究内容について社会が求める必要な役割を果たしていない可能性があるのではないか。

学士 修士 博士

約２５３万円 約２７４万円 約２９２万円

学士 修士 博士

約４６０万円 約５６４万円 約７３４万円

約１．１５倍 約１．６倍

（注1）米国における初任給は、各分野の平均初任給（ボーナス等除く）の単純平均により算出した。
（注2）日本における初任給の年額は、平均初任給（月額）の12か月分とした。
（出典）一般財団法人労務行政研究所「2017年度 新入社員の初任給調査」、National Association of Colleges and Employers「Salary Survey」

米国における初任給の水準（年額、修了課程別）日本における初任給の水準（年額、修了課程別）

（1＄＝110円換算）
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検討の方向性：若手研究者の処遇

50

○ 国立大学法人運営費交付金に補助金等を加えた国立大学法人への公的支援額は、法人化以降拡大

し、国立大学法人の事業費も着実に増加している。

○ 若手教員の処遇について、一定の流動性を確保することは、オープンイノベーションを推進する

ために必要であるが、各大学において、改善が必要な場合には、

・ 雇用や任期の判断が効果的になされていない可能性、

・ 全体として常勤教員を増加させてきており、その中で、40歳未満の「実質任期なし」を改善さ

せる余地があった可能性、

・ 定年延長等により、40歳以上の「実質任期なし」教員を増加させる人事政策をとってきた可能性

を考えれば、これらを見直すことで、改善することは可能ではないか。

○ また、博士人材の確保のためには、修了後を見据え、

・ 大学側において、社会のニーズにあった教育・研究への見直し、

・ 企業側においても、博士人材の適正な評価

といったことが必要ではないか。



論点４－（３） 高等教育
＜大学競争力＞

○ 大学の競争力強化に向けて基盤的経費・競争的資金のあり方について、どのように考
えるか。

51



世界大学ランキングから見た日本の大学

○ 国立大学法人運営費交付金の減少がランキングの低迷をもたらしているとの指摘がある。
○ 日本の大学の世界ランキングの低迷は、評価方法の変更（2014年）（注）により、「論文被引用」のスコアが低下

したこと等によるものである。 （注）これまで論文被引用に対する言語や文化などの国情の影響に配慮して国補正を行っていたが、その補正を半分に減らした。

ランキング
総合

スコア 教育 研究 論文
被引用

産業界か
らの収入 国際性

オックスフォード
大学 1 94.3 86.7 99.5 99.1 63.7 95.0

スタンフォード
大学 3 93.0 89.1 96.7 99.9 60.5 77.6

カリフォルニア大学
バークレー校 18 84.3 77.4 84.5 99.8 37.5 64.5

東京大学 46 72.2 79.5 85.2 63.7 52.7 32.2

京都大学 74 64.9 71.8 78.6 50.9 93.8 28.8

（出典) Times Higher Education World University Rankings

69.1
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69.8

74.7

60.9
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56.3
57.8 58.2
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46.6
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8020
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70
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100
2011‐2012 2012‐2013 2013‐2014 2014‐2015 2015‐2016 2016‐2017 2017‐2018

東京大学のランキング

京都大学のランキング

東京大学の「被引用論文」スコア

京都大学の「被引用論文」スコア

（位）

大
学
の
ラ
ン
キ
ン
グ

「
論
文
被
引
用
」ス
コ
ア

ランキング
総合

スコア 教育 研究
論文

被引用
産業界か
らの収入 国際性

オックスフォード
大学 3 93.2 88.6 97.7 95.5 72.9 90.7

スタンフォード
大学 4 92.9 91.5 96.7 99.1 63.1 69.0

カリフォルニア大学
バークレー校 8 89.5 84.2 96.7 99.1 44.8 58.5

東京大学 23 76.1 81.4 85.1 74.7 51.2 32.4

京都大学 59 62.8 70.4 68.4 57.0 73.3 29.0

2014-2015

世界大学ランキング上位校及び東京大学・京都大学
の評価スコアの内訳の比較

2017-2018

東京大学・京都大学の世界大学ランキング、
「論文被引用」スコアの推移

「論文被引用」の
評価方法変更
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26%

43%

46%

28%

13%

4%

1%

17%

25%

7%

9%

22%

6%

11%

26%

4%

6%

22%

41%

41%

15%

5%

16%

13%

9%

31%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

東京大学
（1,888.1億円）

① 世界大学ランキング上位校の収入構成

◆ 世界⼤学ランキング上位校及び東京⼤学の事業収⼊構成の⽐較

○ 世界大学ランキング上位校は、多様な財源により運営されている。

(注1) 事業収入構成の比較対象校については、Times Higher Education World University Rankings (2017-2018)における上位校に加え、州立大学であるカリフォルニア大学バークレー校を東京大学と比較した。
(注2) 大学部門のみの収入で比較しており、病院部門を含まない。
(注3) 東京大学の研究受託収入等は、科学研究費補助金が含まれる。
(出典) University of Oxford “Financial Statemens 2015/16”(2016年12月) 、California Institute of Technology  “Financial Statemens”(2017年1月) 、Stanford University “Annual Financial Report”(2016年8月)、

University of California, Berkeley “Annual Financial Report 2015-16”(2017年2月)、東京大学 平成27年度決算の概要について(2016年7月）

オックスフォード大学
（12.5億ポンド）

カリフォルニア工科大学
（6.9億ドル）

スタンフォード大学
（52.2億ドル）

カリフォルニア大学
バークレー校
（19.2億ドル）

研究受託収入等 資産運用益 学納金収入 寄付金
運営費交付金 その他
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②－１ 国立大学法人運営費交付金（予算構造）

○ 国立大学法人運営費交付金の80％強を占める基幹経費は、機能強化促進係数による削減（全体額の1％未
満）がある一方で、機能強化促進経費からの組替（基幹経費化）による増等により、割合に大きな変化はない。

（参考） ・基幹経費：人件費や光熱水料など、教育研究を実施するうえで必要な経費
・機能強化促進経費：各大学の機能強化の方向性に応じた重点支援を実施するために必要な経費
・共通政策課題：高等教育に関する共通政策課題に対応する取組への支援に必要な経費
・特殊要因経費：教職員の退職手当・移転経費等

9,092 （82.9％）

9,114 （83.3％）

352 
（3.2％）

308 
（2.8％）

554 
（5.0％）

604 
（5.5％）

973 
（8.9％）

920 
（8.4％）

28年度
1兆945億円

29年度
1兆971億円

（単位：億円、％）

◆ 国立大学運営費交付金の予算額推移（28→29年度）

（基幹経費の増減額）
▲22億円（▲0.2％）

基幹経費 機能強化促進経費

共通政策課題 特殊要因経費

（注1）基幹経費▲22億円の内訳：機能強化促進係数による削減（▲95億円）、基幹経費からの組替（基幹経費化）（＋53億円）、授業料減免枠の拡大（＋13億円）
（注2）29年度の機能強化促進経費については、前年度との比較をするうえで、便宜上、新設補助金（45億円）を含めて計上。

機能強化促進係数により捻出し、機能強化促進費として
再配分する額（約１００億円）は、運営費交付金全体の１％未満
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②－２ 国立大学法人運営費交付金（配分状況）

○ 各国立大学の機能強化の方向性に応じた重点支援の再配分は、国立大学法人運営費交付金の全体額
から特殊要因経費（毎年度所要額が異なる義務的要素を含む経費）を除いたベースで比較してみると、１％
未満がほとんど。

【運営費交付金（特殊要因除き）の増減上位・下位】 （単位：百万円） 【同交付金の増減分布】

増減額 増減率

1 A大学 1,169 1,202 33 2.8% 2.5％～ 1

2 B大学 6,300 6,416 116 1.8% 2.0％～2.5％ 0

3 C大学 6,148 6,252 103 1.7% 1.5％～2.0％ 4

4 D大学 8,543 8,686 144 1.7% 1.0％～1.5％ 5

5 E大学 2,769 2,813 44 1.6% 0.5％～1.0％ 15

0.0％～0.5％ 21

82 Ｆ大学 8,896 8,787 ▲ 109 ▲1.2% ▲0.0％～▲0.5％ 21

83 Ｇ大学 4,280 4,213 ▲ 66 ▲1.5% ▲0.5％～▲1.0％ 13

84 Ｈ大学 11,824 11,577 ▲ 247 ▲2.1% ▲1.0％～▲1.5％ 2

85 Ｉ大学 8,922 8,726 ▲ 196 ▲2.2% ▲1.5％～▲2.0％ 1

86 Ｊ大学 9,882 9,511 ▲ 371 ▲3.7% ▲2.0％～▲2.5％ 2

▲2.5％～ 1

28⇒29年度
増減率

大学数順位 大学名 28予算額 29予算額
対前年度
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日本 米国

ドイツ フランス

英国

○ 最近の好業績を受けて、企業の保有する現預金等は増加し過去最高水準にあるが、大学における
企業負担の研究開発費の割合は低迷しており、諸外国と比べても低水準にとどまっている。

○ 社会のニーズへの対応等の観点からも、産学連携の深化は重要な課題であり、「未来投資戦略
2017」等では、2025年までに大学等への企業の投資額を2014年の水準の３倍とする、とされている。

228.5

120

180

240

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

企業の保有現金等の推移

（％）

（注）保有現金等は、現金・預金と有価証券（流動資産）の和
（出典）財務省「法人企業統計調査」

③ 産学連携の深化

（兆円）

大学における企業負担研究開発費の割合

（出典）文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2017」 56



検討の方向性：大学競争力

57

○ 競争力の向上は、国立大学法人運営費交付金だけに頼るのではなく、世界ランキング上位校と同様

に、財源の多様化によって実現していくことが可能ではないか。

○ 国立大学法人運営費交付金等の予算の配分や使い方を改善させることで、研究開発の質や効率性を

高める余地（P72参照）があるのではないか。このため、配分基準の見直しを行うべきではないか。

○ また、産学連携の深化は、高等教育機関の教育・研究を社会のニーズにあったものとしていく観点

からも重要ではないか。そのため、マッチングファンドの仕組みの活用や、大学のマネジメント機能

の改善を進めるべきではないか。



論点４－（４） 高等教育
＜私学助成＞

○ 私立大学については、定員割れ大学の助成額が増加している中で、教育成果をどのよ
うに予算配分に反映させつつ、教育の質を向上し、経営を改善していくべきか。
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学校数

入学定員

18歳人口

（入学定員：千人） （18歳人口：千人）

① 私立大学の学校数と入学定員推移

（学校数）

（千人）

（出典）文部科学省「学校基本調査」、日本私立学校振興・共済事業団「平成28年度私立大学・短期大学等入学志願動向」

○ 18歳人口が減少する中、私立大学の入学定員は増加している。
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②ー１ 定員割れ大学（私立・国立の比較）

（大学数（校））

大学数
（注1） 私立大学は入学定員充足率（入学者数／入学定員数）、国立大学は収容定員充足率（学生数／収容定員数）。
（注2） 株式会社が設置する大学、通信教育部のみ設置する大学、募集停止の大学は集計外。
（出典） 文部科学省調べ、日本私立学校振興・共済事業団「平成29年度私立大学・短期大学等入学志願動向」

国立大学（収容定員）私立大学(入学定員）

（大学数（校））

大学数

・２２９校（全体の３９％）が
定員割れ

・９０校（全体の１５％）が
充足率８割未満

100％

○ 私立大学は、定員割れの大学が約４割を占める。
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収支差がマイナスの大学

②－２ 定員割れ大学（私立大学の定員充足率と収支状況）

（注１）「定員割れ校」は、学部生の収容定員充足率（学生数／収容定員数）が100％未満の大学
（注２）帰属収支差額比率とは、学校法人の負債とならない収入である帰属収入から消費支出を差し引いた差額（帰属収支差額）が収入全体の何％に当たるかを見る指標。出資（株式）の概念がなく、

また、国公立学校のように施設が公費で賄われていない学校法人では、校地・校舎等の新たな取得や高度化、設備の向上など教育研究の充実に必要な資産相当額を資本（基本金）として帰属
収入の中からあらかじめ確保しなければならないため、基本金組入れ相当の帰属収支差額が必要となる。（文部科学省「学校法人の経営等に関する参考資料」より引用）

（出典）財務省「平成29年度予算執行調査 私立大学等経常費補助（定員割れ私大等への助成等）」を財務省において分析したもの。その他、「学校法人の経営等に関する参考資料」等文部科学省資料

大学数（校）

・定員割れ校277校の
うち、約6割が収支差
マイナス（165校）。

100％

○ 定員割れの大学では、財務状況（帰属収支差額比率）がマイナスの大学が約６割を占める。
○ 私立大学全体の帰属収支差額の合計は、約1,200億円であるが、定員割れ大学の帰属収支差額
は、約200億円のマイナスとなっている。
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区分 学校数
帰属収支
差額

定員充足 289校 1,394億円

定員割れ 277校 ▲199億円

合計 566校 1,195億円

定員充足・定員割れ大学の帰属収支差額私立大学(収容定員）



③ 私立大学法人の事業活動収支状況

（単位：億円）

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

平成元年度

平成10年度

平成20年度

平成26年度

人件費 教育研究経費 管理経費 資産処分差額 その他

27,624億円

42,778億円

56,790億円

57,126億円
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１．収入の部

（注1） 「事業活動収支状況 消費収支計算書」を基に作成。
（注2） 高等学校以下の学校も設置している大学法人については、それらの学校の支出・収入も含む。
（出典）日本私立学校振興・共済事業団「平成28年度版 今日の私学財政」、文部科学省「学校基本調査」

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

平成元年度

平成10年度

平成20年度

平成26年度

学生等納付金 手数料 寄付金 補助金 資産運用収入 事業収入 その他

33,880億円

49,017億円

57,235億円

61,077億円

（150万人）

（195万人）

（208万人）

（209万人）

学生数

（150万人）

（195万人）

（208万人）

（209万人）

学生数

約2.1倍

約1.8倍

約1.4倍

約1.4倍

２．支出の部



私立大学 国立大学

（注） 国立大学は、大学院大学（政策研究大学院大学、総合研究大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学、奈良先端科学技術大学院大学）の4大学は除いている。
（出典）私立大学は、財務省「平成29年度予算執行調査 私立大学等経常費補助（定員割れ私大等への助成等）」を財務省において分析したもの。国立大学は「文部科学省調べ」
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平均：6,547人

④ 大学の収容定員規模（私立・国立）

○ 私立大学は、収容定員2,000人未満の大学が約６割を占める。小規模な大学では、定員割れ校が
多い。

収
容
定
員
２
，
０
０
０
人
未
満

の
大
学
が
約
６
割
。

（大学数（校））
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⑤－１ 定員割れ大学への補助（平成29年度予算執行調査結果）

区 分

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

学校数 補助額 学校数 補助額 学校数 補助額 学校数 補助額 学校数 補助額

定員充足率（75%以上～100%未満） 321 520.6 314 552.9 314 515.6 324 570.6 319 637.2

〃 （50%以上～75%未満） 164 160.5 150 148.8 153 160.8 154 172.9 155 192.3

〃 （50%未満） 6 1.2 5 1.0 5 0.9 3 0.6 5 1.4

定員割れ私立大学等 計（①） 491 682.3 469 702.7 472 677.3 481 744.1 479 830.9

交付対象私立大学等 全体（②） 881 3,230.0 880 3,195.7 882 3,206.3 877 3,165.9 877 3,211.6

割 合（①／②） 55.7% 21.1% 53.3% 22.0% 53.5% 21.1% 54.8% 23.5% 54.6% 25.9% 

（単位：校、億円）

（注1） 大学等は、大学、短期大学及び高等専門学校を指す。
（注2） 定員充足率は「在籍学生数÷収容定員」
（出典）財務省「平成29年度予算執行調査 私立大学等経常費補助（定員割れ私大等への助成等）」

○ 定員割れの私立大学等への補助額は、平成24年度から平成28年度にかけて増加。
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⑤－２ 定員割れ大学への補助（一人あたり補助額の推移）

（単位：円）

（注） 大学等は、大学、短期大学及び高等専門学校を指す。
（出典）財務省「平成29年度予算執行調査 私立大学等経常費補助（定員割れ私大等への助成等）」を財務省において分析したもの

○ 定員割れ私立大学等について、学生一人あたりの補助額は、一般補助（教職員数や学生数等の学校規模
に対応したもの）は概ね横ばい推移している一方、特別補助（改革に取り組む大学を重点的に支援するもの）は
年々増加傾向にある。
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一般補助

特別補助

学生一人当たり補助額



⑤－３ 定員割れ大学への補助（特別補助の推移）

○ 定員割れ私立大学等に対する特別補助の増加要因としては、近年、「私立大学等改革総合支援事業」や

「経営強化集中支援事業」に係る補助額が大きく増額している。

○ こうした事業について、現状、支援大学毎に目標やKPIが設定されておらず、また、その成果把握もなされていな

い。

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

① 成長力強化 ② 社会人の受入れ

③ 国際交流の基盤整備 ④ 大学院等の機能の高度化

⑤ 授業料減免等 ⑥ 復興支援

⑦ 私立大学等改革総合支援事業 ⑧ 経営強化集中支援事業

89億円

100億円

113億円

143億円

166億円

⑦ 私立大学等改革総合支援事業

⑧ 経営強化集中支援事業

（注） 大学等は、大学、短期大学及び高等専門学校を指す。
（出典）財務省「平成29年度予算執行調査 私立大学等経常費補助（定員割れ私大等への助成等）」等を財務省において分析したもの。 66



⑤ー４ 定員割れ大学への補助（特別補助における審査項目の例）

審査項目 配点（最大）

経営上の財務分析を実施し、理事会で分析結果を
報告していますか。

２点

理事会機能の強化の観点から、財務担当等、常勤
理事の役割分担を明確にしていますか。

２点

財務計画を含む中長期計画がありますか。 ２点

定員規模の適正性を点検していますか。 ２点

寄付金の受け入れが増加していますか。 １点

大学等による地域への貢献について、データをまと
め、当該情報を発信していますか。【重点項目】

３点

大学等の取り組みに関して地域住民と意見交換の
機会を設けていますか。

２点

※タイプＡ：８９点満点

経営強化集中支援事業の指標（抜粋）

○ 「私立大学等改革総合支援事業」 や「経営強化集中支援事業」等の採否を決める審査基準の項目や配点
が、補助目的に照らして適正か。

（出典）平成29年度私立大学等改革総合支援事業調査票及び私立大学等経営強化集中支援事業調査票

審査項目 配点（最大）

入学者受入れの方針において、入学前にどのような能
力をどのようにして身に付けてきた学生を求めているか、
入学後にどのような能力を身に付けられる学生を求め
ているかなど、求める学生像を示していますか。

２点
（９５点満点）

オフィスアワーを設定していますか。
３点

（９５点満点）

学長を中心とした、副学長・学長補佐、学部長及び専門
的な支援スタッフ等からなる全学的な教学マネジメント
の体制が構築されていますか。

３点
（９５点満点）

大学等内にＩＲを担当する部署を設置し、専任教員又は
専任職員を配置していますか。

５点
（９５点満点）

学内の教育改革に取り組む教員又は組織（学部等・研
究科）を財政的に支援するための予算（いわゆる学長裁
量経費等）を設けていますか。

３点
（９５点満点）

産学連携のための部署（委員会等）を設置し、専任教員
又は専任職員を配置していますか。

５点
（５９点満点）

私立大学等改革総合支援事業の指標（抜粋）
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＜目的＞
18歳人口の急激な減少の中、スピード感ある経営改革を進めるため、地方に高

度な大学機能の集積を図る地方の中小規模私立大学等を集中的に支援。

＜目的＞
教育の質的転換や、産業界・他大学等との連携、プラットフォームの形成など、特色化

・機能強化に向けた改革に、全学的・組織的に取り組む大学等を重点的に支援。



検討の方向性：私学助成

○ 私学助成（一般補助）については、大学教育の質を向上
させるため、
・ 教育の質や成果を示す客観的な配分基準による配分の
強化、

・ 定員割れ大学に対して、定員充足率を補助額に確実に
反映するよう、定員に対する学生等の割合による増減調整
の厳格化、

・ 大学教育の質や成果の「見える化」・情報開示を進める
ため、現在の教育・研究に関する基礎的な事項や財務状況
に関する開示項目の見直しや非開示の大学に関する減算の
強化、

を行うべきではないか。

○ 私学助成（特別補助）のうち、「経営強化集中支援事業」については、大学の経営改善の状況につ
いて客観的な第三者評価を行う仕組みを構築し、その改善が見られない大学に対しては補助を廃止する
など、PDCAサイクルを確立し、予算反映が必要ではないか。

また、「私立大学等改革総合支援事業」等については、
・ 原則として、教育の質が確保されていない大学等について、補助対象から除外するほか、定員割
れや経常赤字が生じている大学への単なる経営支援とならない仕組みとすること、

・ 産学連携や地方連携等に係るメニューは、単なる外形要件ではなく、外部資金の受入や地方から
の協力、国際的展開に実効性のある客観的な基準を導入すること

が必要ではないか。

（注） 定員充足率が50%以下の学部等については不交付
（出典）文部科学省HP、日本私立学校振興・共済事業団「私立大学等経常費補助金取扱要領・配分基準」
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論点５ 科学技術

○ 科学技術の国際競争力強化に向けて、科学技術予算のあり方をどのように考えるべきか。
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「政府研究開発投資について、「経済・財政再生計画」との整合性を確保しつつ、対ＧＤＰ比１％にすることを

目指し所要の規模の予算が確保されるよう努める」 「期間中のＧＤＰの名目成長率を「中長期の経済財政に

関する試算」の経済再生ケースに基づくものとして試算した場合、第５期科学技術基本計画期間中に必要とな

る政府研究開発投資の総額の規模は約26兆円となる。」

①－１ 予算規模（科学技術関係予算）

経済財政運営と改革の基本方針2017（平成29年６月９日 閣議決定）

中央政府の科学技術関係予算（対GDP比、2014年）

（注）上記の数値は、中央政府の科学技術関係予算であるが、ドイツは連邦及び州政府の科学技術関係予算の合計を計上。

○ 我が国の科学技術関係予算は、対ＧＤＰ比でも実額でも、主要先進国と比べて遜色のない水準。研究開発
税制とあわせて見れば、米英独に並ぶ水準。

中央政府の科学技術関係予算（実額、2014年度）
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↑ 研究開発減税の減税規模（対GDP比、2014年）
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①－２ 予算規模（科学技術振興費）

○ 科学技術振興費は、過去20年以上にわたって社会保障関係費以上のペースで拡充。

（注）比較のため、一般会計から東日本大震災復興特別会計に移管された経費等について調整を加えてある。
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（注1）論文数は補正論文数であり、分数カウントベース。研究開発費はOECD購買力平価により円換算した。
（注2）高等教育部門における論文数は、総論文数（2015年）に高等教育部門のシェア（2006年）を乗じて算出。
（出典）文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2017」、「第3期基本計画フォローアップ調査研究『日本と主要国のインプット・アウトプット比較分析』」

○ 日本の高等教育部門における、
・ 「政府からの研究開発費の額」はドイツと比して遜色ない水準である一方、
・ 「Top10％論文数」がドイツと比べて少ない
ことから、Top10％論文１件を生み出すために必要な政府からの研究開発費が大きい。

高等教育部門における政府からの研究開発費

② 予算規模と成果（大学における研究開発費と成果）
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③－１ メリハリ付け（研究分野を超えた変化）

○ 日本では、伝統的な学問分野の体系に則した研究が多く行われており、分野を超えた変化が小さいため、

社会や産業構造の変化に対応できていないのではないか、との指摘もある。 (24年度科学技術白書等)
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世界では、情報通信
分野の文献数が増加。

世界と日本における各領域の文献数の変化
（電気通信分野）

（出典）文部科学省 第95回情報科学技術委員会（H28.8.19）小柴研究員発表参考資料



③－２ メリハリ付け（科学技術予算のメリハリ付け）

○ 平成23年度までは、総合科学技術会議において科学技術予算の「メリハリ」付け（いわゆるＳＡＢ
Ｃ）を行っていた（23年度予算においては「Ｓ」「Ａ」評価で約９割を占めるなど形骸化し、平成24
年度以降は中止）。
現状では、科学技術重要施策アクションプラン、科学技術イノベーション総合戦略などにより、重

点化すべき施策を特定する、いわば「ハリ」のみを強調した仕組みとなっている（「メリ」の指摘が
ない）。

○ また、同種の事業の中で中間評価が行われた場合でも、その結果が予算額に必ずしも反映されていな
い。

総合科学技術会議における優先度判定の推移（新規事業）

○ 29年度予算 総合戦略2016における重きを置くべき施策

「未来の産業創造と社会変革」（Society 5.0)「経済・社会的課
題への対応」（エネルギー・環境、再生医療等）、「基盤的な力
の強化」（人材力の強化等）、「人材、知、資金の好循環システ
ム」等
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拠点名 東京大学Kavli IPMU 九州大学I2CNER

結果 Ｓ Ａ－

時期 23年12月 27年2月

コメント

・過去４年間の活動と科
学的業績を高く評価。

・短期間内にゼロから世
界的に名の知られた研究
機関にまで発展を遂げた。

・ゴールへ到達するため
にはさらなる努力が必要。

・自分たちの強みと弱み
を厳しく点検し、・・焦点を
絞るべきである。

予算額の推移

23年度13.5億円
24年度13.6億円
25年度13.3億円
26年度13.1億円

26年度13.1億円
27年度12.7億円
28年度12.5億円
29年度12.5億円

東京大学と九州大学のＷＰＩ拠点の
中間評価結果と予算額の推移

（出典）世界トップレベル研究拠点プログラム 中間評価結果より抜粋



④－１ 予算の効率化・適正化（研究開発に必要な機器のコスト）

○ 日本の研究開発経費について、
・ 日本で購入される海外製機器の価格は、国産機器より割高である可能性、
・ 日本は機器購入に要する費用割合が高いこと
もあって、コスト高になっているのではないか。

TEM（透過型電子顕微鏡）（2015年）

・ 例えば、ＮＭＲ（核磁気共鳴装置）、ＴＥＭ（透過型電子顕微鏡）について、科学機器年鑑から2015年の市
場価格を試算すると、海外製機器は国産機器の価格より高い。

国産機器 海外製機器

販売台数 61台 48台

単価 3700万円 6300万円

国産機器 海外製機器

販売台数 47台 8台

単価 1億3700万円 2億4600万円

ＮＭＲ（核磁気共鳴装置）（2015年）

（注）ＮＭＲ、ＴＥＭとも、科学機器年鑑2016年版より試算。

・ 大学等の機器購入金額は、研究費に占める割合や一
人当たり研究者の金額で比較すると、日本がアメリカ
の約２倍

・ 約４割の研究者が、米国製機器の日本での価格は、

米国での価格と比べて高いと回答。

（出典）科学技術・学術政策研究所 科学技術動向2014 ７.８月号

日本 アメリカ

機器等の購入額
2,196億円

（国産961億円、
海外製1,235億円）

19.8億ドル

研究費に占める割合 6.2％ 3.2％

大学等が機器の購入に使用した費用（2012年）

（出典）科学技術・学術審議会総会（第41回） 平成25年1月17日

海外製機器と国産機器の価格差

日米の大学等の機器購入費用の比較研究者に対するアンケート調査結果

研究者に対する日本での米国製機器価格のアンケート調査
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○ 研究開発投資の効率化を図るためには、研究設備の「共用」の拡大も重要な課題であり、ナノテクプラット
フォーム事業等において設備の共有に必要な人件費等を政府が負担している。

○ 研究設備を有する大学等は、学外者等の利用に際し、現状では、市場価格より低い水準で、利用料として徴
収する例が多い。

・イオンビームを試料に照射することによって、

試料を掘削し任意の形状に加工する装置。

・ナノテクプラットフォーム事業（29年度予算額

15.8億円）の対象設備であるが、一部の民間企

業の解析サービスでも利用されている。

集束イオンビーム
加工装置（ＦＩＢ）

減価償却費
（設備の価格）

人件費

維持費・
水道光熱費等

ナノテクプラットフォーム事業

における利用料金：６万円

（ＦＩＢを保有する東北大学の利用料金）

※ 成果公開の場合、２万円

市場価格（民間企業の価格例）：12万円

＝利用者が利用日数分だけ設備を

所有し、利用するとした場合の費用

④－２ 予算の効率化・適正化（研究開発に必要な機器の利用料収入）
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④ー３ 予算の効率化・適正化（研究活動における不正行為への対応）

○ 研究活動における不正行為の事案が後を絶たないため、文科省は平成26年に「研究活動における不
正行為への対応等に関するガイドライン」を改訂したが、その後も不正行為事案は発生。

○ 不正行為と認定された場合は、
・ 不正行為に「直接」関係のある経費として、論文の投稿料等のみ返還を求めている。
・ 研究機関に体制整備に係る「管理条件」を付し、履行されない場合に間接経費を削減すること
とされているが、現在のところ間接経費の削減まで措置された例はない。

＜平成28年度に不正行為が認定された事案＞

不正行為に関連
する研究費

返還を求めた
経費

間接経費の
削減

筑波大学人文社会系所属教員による不正行為（盗用） ― ― なし

上智大学外国語学部所属教員による不正行為（盗用） ― ― なし

滋賀県立琵琶湖博物館学芸員による不正行為（盗用） 440万円 25万円 なし

大阪薬科大学薬学部所属教員による不正行為（改ざん） ― ― なし

神戸国際大学リハビリテーション学部所属教員による不正行為（盗用等） ― ― なし

昭和女子大学大学院所属教員による不正行為（盗用） ― ― なし

金沢星稜大学教員の不正行為（盗用） ― ― なし

元九州大学大学院工学研究院所属学術研究員による不正行為（改ざん） 4,914万円 20万円 なし

琉球大学医学研究科教授の不正行為（ねつ造・改ざん） 不明 132万円 なし

（出典）文部科学省ＨＰ
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⑤－１ 後年度負担（大規模プロジェクトの優先順位付け）

ポスト京に係る後年度負担
（総額1,100億円）

（億円）

○ 科学技術関係の大規模プロジェクトには、着手時の所要額は低いものの、プロジェクト後半にかけて所要額

が著しく増加するものがある。こうした大規模プロジェクトの後年度負担の財源を確保するため、必要な研究が

圧迫されかねない状況。

26年度 27年度 28年度 29年度

12

40

67 67

30～33年度で
914億円

（年平均229億円）

30～33年度

26～29年度で
186億円

（年平均46億円）

（注）平成28年8月10日文部科学省ＨＰＣＩ計画推進委員会資料「ポスト『京』の開発状況」に基づき、国費総
額を1,100億円、運用開始を平成33年度中とする。

H３ロケットに係る後年度負担
（総事業費1,900億円）

（億円）

26年度 27年度 28年度 29年度

70
125

225

313

30～33年度

30～33年度で
1,166億円

（年平均292億円）

26～29年度で
734億円

（年平均183億円）

（注）総事業費及び事業期間は、文部科学省による提出資料（内閣府宇宙政策委員会（平成29年9月12日））に基づく。
29年度の額には28年度補正予算（122億円）、28年度の額には27年度補正予算（90億円）を含む。

※ 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 78



○ 大規模な国際共同プロジェクトについては、途中で事業費が大幅に拡大するケースがある。

～14m

～30m

ブランケット

真空容器

ポロイダル磁場コイルトロイダル磁場コイル 中心ソレノイドコイル

本体重量：
2万3千トン

主半径6.2m

ダイバータ

欧45.5％、日9.1％、米9.1％、露9.1％、中9.1％、韓9.1％、印9.1％
①現金貢献：ITER機構に毎年上記分担率により納付
②物納貢献：上記分担率に基づき、協定発効時に割り当てられた

kIUA（注）単位相当の機器を、各国で製造・調達し持ち寄り
（注）kIUA （ITER Unit of Accounts）：各国の貢献管理のために用いる共通単位

核融合エネルギーの科学的及び技術的な実現可能性を証明することを
目的とする日本、欧州、米国、ロシア、中国、韓国、インドの7者による国
際約束に基づく協力事業。仏・カダラッシュに建設。

○ ITER計画全体の遅延による現金貢献負担の増加
2016年11月の見直し例：ファーストプラズマを2020年12月→2025年12月、核融合運転開始を2027年→2035年12月に
延期。これに伴い参加国全体での必要現金貢献が増額

⇒ 発効時約180億円 → 現在の見込約800億円

○ 調達機器の仕様の高度化、材料費高騰等による物納貢献の増加
⇒ 発効時約530億円 → 現在の見込約2,100億円

（出典）文部科学省からの聞き取り（2017年9月）

ITER（イーター）事業（2007年協定発効）

費用分担

事後的な費用負担の増加（日本）

協定発効時の見込 約700億円 → 現時点の見込 約2,900億円

⑤－２ 後年度負担（大規模の国際共同プロジェクトの事業費の拡大）
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検討の方向性：科学技術

○ 我が国の科学技術の国際競争力の向上に向けて、予算の配分や使い方を改善させることで、研究

開発の質や効率性を高める余地があるのではないか。

○ 予算の配分においては、ハリの優先順位付けだけではなく、適切な成果指標の設定を通じた評価

等を、確実に次年度予算に反映させるなど、エビデンスに基づく実効的なＰＤＣＡサイクルを活用

すべきではないか。

○ 予算の効率化・適正化を図る観点から、

・ コストの適正化に向けて、調達の実態を調査した上で、必要な見直し、

・ 研究設備の共同利用に向けて、国費に頼らない自立的な共用システムを構築し、減価償却費等

も含めた収入確保、

・ 研究不正の防止に向けて、不正行為が起きた場合の返還の方法・内容、大学等の研究機関の管

理責任の強化等の観点も含め、不断の見直し

を行うことが必要ではないか。

○ なお、大規模な新規プロジェクトについては、後年度負担を十分に踏まえた上で、特に厳しい優

先順位を付けるべき、既存プロジェクトの事業については効果検証を行い、継続の要否について見

直すべきではないか。

特に、大規模な国際共同プロジェクトについては、途中で事業費が拡大するリスクが高いことか

ら、各国の分担や履行状況、費用全体や費用対効果をしっかりとチェックする必要があるのではな

いか。
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論点６ 文化

○ 文化財保護や国立文化施設について、文化財や博物館等の「保護」から「活用」に重
点を移していくために、どのようにすべきか。
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（単位：億円）
文化庁予算の推移

○ 平成29年度の文化庁予算（一般会計）は、1,043億円（＋３億円）を措置。その内訳は、文化財
保護の充実に関する予算が半分近く（45.6％）を占めている。続いて、国立文化施設関係予算が
約３割（28.6％）となっている。

① 文化庁予算の推移と内訳

国立文化施設関係

29,769(28.6％)

平成２９年度予算
１０４，２７２百万円

文化財保護の充実
47,522 (45.6％)

芸術文化の振興

23,495 (22.5％)

文化財の適切な修理等による
継承・活用等

32,248 (30.9％)

文化財総合活用・観光
振興戦略プランの創設

10,421 (10.0％)

芸術家等の人材育成

8,634 (8.3％)
その他

2,660 (2.6％)

文化芸術創造活動への
効果的な支援

6,295 (6.0％)

文化芸術資源の創造・
活用による地方創生と
経済活性化等の推進
5,906 (5.7％)

その他

3,485 (3.3％)

その他

592 (0.6％)

文化財の公開活用・

伝承者養成・鑑賞機
会の充実等

4,262 (4.1％)

国立美術館

9,547 （9.2%)
運営費交付金 7,537

施設整備費 2,010

国立文化財機構

10,041 (9.6%)
運営費交付金 8,261

施設整備費 1,780

日本芸術文化振興会

10,181 (9.8%)
運営費交付金 10,000

施設整備費 181

（単位：百万円）

（注1）上記計数は、文化庁において、各年度における一般会計の当初予算ベースでとりまとめたもの。
（注2）単位未満を各々四捨五入しているため、合計額が一致しない場合がある。
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② 訪日外国人旅行者等の増加と観光収入の増加

訪日外国人旅行者数の推移

京都市への宿泊者数の推移

情報：JNTO

情報：京都市

○ 訪日外国人旅行者数は、「観光ビジョン」等を踏まえた各施策等により、順調に増加する中で、
文化財等の観光資源の入場者数は増加している。
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8,358 
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10,866 
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16,000
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元離宮二条城の入場者数の推移

情報：京都市

情報：清水寺

国宝清水寺の拝観者数の推移
単位（千人）

単位（千人）

1,384 
1,458 

1,587  1,629 

1,739 
1,828 

1,000
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5,160 
5,400 

5,800 

6,600 
6,400 

5,000

6,000

7,000

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

観光客の増加 観光資源への入場者数の増加

※平成29年2月より、本堂の檜皮屋根の葺き替え工事 83



○ 個々の文化財の来場者数の増加や入場料の見直しにより、文化財の修理の財源を確保することがで
きる文化財があるのではないか。

③ 文化財の修復と収入確保

文化財の入場料の国際比較

※財務省調べ（参考：デービッド・アトキンソン「国
宝消滅」）。日本円への換算は、平成29年度支
出官レート（122円／€、155円／ ￡）による。

（円）

400 600 600 500 500 600 300

2,713
3,844 3,410

2,196
1,586 1,830 1,708

0
1,000
2,000
3,000
4,000

0
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500
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1,000

1,250

1,500

1,750

2,000

2,250

2,500

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

【天守閣修理事業】（21年度～26年度）
☆総事業費：23億円

うち国庫補助額：15億円（補助率65％）
うち自治体負担額：8億円

☆入場料（一般料金）
600円→1,000円（27年3月改定）

姫路城の例

入場料収入

入場者数
工事期間

入場料収入
（百万円）入場者数（千人）

情報：姫路市
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○ 我が国の博物館・美術館の収入全体に占める自己収入等の割合は、諸外国の主要な博物館・美術館
に比べると低い。

○ 本来、主要な観光施設であるにもかかわらず、訪日外国人旅行者数の伸びに比べ、国立博物館の入
場者数は増加していない。

④ 博物館・美術館の運営費と収入確保

（出典）スミソニアン機構：Smithsonian Institution Financial Statements 2016、大英博物館：The British Museum Report and Accounts for the year ended 31 March 2017、
ルーブル美術館：2014 Annual Report Summary and Key Figures、JNTO、文化庁
国立文化財機構の自己収入等の割合は、「展示事業等収入」と「その他寄付金等」の合計を「収入計」で除したもの（平成28年決算報告書）。国立美術館の自己収入等の割
合は、「展示事業収入」と「寄附金収入」の合計を「収入計」で除したもの（平成28年決算報告書）。

83%

117.2億円

17%

24.7億円

国立文化財機構（博物館）
公費

自己収入等

82%

111.7億円

18%

24.2億円

国立美術館

61%
39%

スミソニアン機構
公費

自己収入等

46%54%

大英博物館

50%50%

ルーブル美術館

寄付 17％
事業活動 22％

寄付 19％
取引活動 17％

入場料 32％
後援等 6％
資産活用等 9％

開館時間や入場料、共催展収益
の配分の見直し等

ユニークべニューとしての活用等

保有文化財の貸付と地方博物館

での企画展等

寄付増加に向けた努力

訪日外国人旅行者数と国立博物館の入場者数の推移
（万人）

（年度）

◎ 展示事業等収入 17億円 （12％）

①入場料収入 9億円 （6％）

②展示事業附帯収入 5億円 （4％）

③財産使用収入 1億円 （1％）

④財産貸付収入 1.8億円 （1％）

◎ 寄付金収入 7.5億円 （5％）

（万人）

入
場
者
数

訪
日
外
国
人
旅
行
者
数

国立博物館
入場者数

訪日外国人
旅行者数

自己収入（24.7億円）の内訳

＜活用の方策の例＞
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検討の方向性：文化

○ 文化財施策は、「保護」から「活用」に重点を移し、稼ぐ力を向上させていくという視点が重要では

ないか。

○ 文化財の活用による来場者数の増加に向けた努力や入場料の見直しを行うことで、我が国の文化財全

体の修繕や活用にかかる事業規模を確保し、その結果として、文化財の魅力が高まっていくという好循

環を実現していくべきではないか。

そのため、文化財修復に対して補助を行う場合は、修復後の活用の方策や計画を検討した上で、活用

が可能なものについては、広く活用することを前提として補助金の配分を行っていく必要があるのでは

ないか。

○ 国立文化財施設においては、寄付金の増加に向けた努力を進めるほか、開館時間や入場料、共催展収

益の配分の見直し、施設の活用、保有文化財の貸付など自己収入の増加に向けた取組みを強化し、戦略

的・自律的な運営をすべきではないか。
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地方財政

平成２９年１０月３１日

1

資料２



Ⅰ．地方財政計画の概要等

Ⅱ．今後の課題と改革方針

（１） 地方財政計画と地方決算のＰＤＣＡ

（２） 地方財政計画と基金

（３） 地方税収の上振れ・枠計上経費の使途等

目 次
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Ⅰ．地方財政計画の概要等

Ⅱ．今後の課題と改革方針

（１） 地方財政計画と地方決算のＰＤＣＡ

（２） 地方財政計画と基金

（３） 地方税収の上振れ・枠計上経費の使途等

目 次
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社会保障

324,735 

33.3％

地方交付税

交付金等

155,671

16.0％
公共事業

59,763

6.1％
文教及び

科学振興

53,567

5.5％

防衛

51,251

5.3％

その他

94,275

9.7％

債務償還費

143,680
14.7％

利払費等

91,605

9.4％

国債費

235,285
24.1％

基礎的財政収支
対象経費

739,262
75.9％

一般会計

歳出総額
974,547

（100.0％）

※１ 計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。
※２ 一般歳出※における社会保障関係費の割合は55.6％。

（単位：億円）

一般会計歳出 一般会計歳入

（単位：億円）

※「一般歳出」（＝「基礎的財政収支対

象経費」から「地方交付税交付金等」を除

いたもの）は、583,591（59.9%）

租税及び印紙収入
577,120
59.2％

所得税
179,480
18.4％

法人税
123,910
12.7％

その他
収入

53,729
5.5％

公債金
343,698
35.3％

消費税
171,380
17.6％

その他
102,350
10.5％

一般会計
歳入総額
974,547
（100.0%）

特例公債
282,728
29.0％

建設公債
60,970
6.3％

食料安定供給
エネルギー対策
経済協力
恩給
中小企業対策
その他の事項経費
予備費

10,174 (1.0)
9,635 (1.0)
5,110 (0.5)
2,947 (0.3)
1,810 (0.2)

61,098 (6.3)
3,500 (0.4)

平成29年度一般会計歳出・歳入の構成
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マクロの地方交付税総額とミクロ（各地方公共団体ごと）の地方交付税配分額

○ 地方交付税については、地方財政計画の歳出・歳入及び地方交付税総額がマクロベースで決定された後に、これを前提と
して、ミクロの各地方公共団体に対する地方交付税交付金の配分額が決定される仕組みとなっている。

給与関係費

基準財政需要

【地方財政計画】 【各団体の普通交付税算定】

地方税

地方交付税

国庫支出金

一般行政経費

投資的経費

公債費

予算編成時（９月～１２月）

１．全団体（都道府県及び市町村）の歳出歳入を見込み、収支

不足を見積り

２．収支不足を補てんするため、法定率分に加えて、一般会計

からの特例加算等を行って交付税を増額

⇒ 交付税総額の決定

予算決定後（１月～７月）

１．予算編成で決定した交付税総額を配分するため、基準財政

需要の算定の基準（単位費用、測定単位、補正係数）を毎年

改定

２．改定した算定基準により、各団体の基準財政収入と基準財

政需要を算定して普通交付税を配分

歳出 歳入

基準財政収入

総務省と財務省の折衝を経て、交付税総額が決定。

普通交付税（交付税の94％）：７月に決定

特別交付税（交付税の６％）：12月・３月に決定

総務省が決定

地方債

歳出歳入ギャップを
補てん
⇒交付税総額の決定
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地方交付税総額（マクロ）の算定

○ 地方交付税総額の算定においては、地方財政計画における歳出歳入ギャップに対し、国税の一定割合である地方交付税
の法定率分（国）を充当。

※ 法定率：所得税33.1％、法人税33.1％、酒税50％、消費税22.3％

※ このほか、地方法人課税の偏在是正のために導入された地方法人税の税収全額が交付税の原資となる（特会財源）。

○ 法定率分等で不足する財源については、特例加算（国）と臨時財政対策債（地方）により国と地方の折半で負担。

※ リーマンショック後は、これに加え、国の全額負担による別枠加算で地方の負担を軽減（28年度に廃止）。

平成29年度地方財政計画（単位：兆円、（カッコ書）は対前年度増減額）

【歳入86.6(+0.9)】

地方税・地方譲与税
：41.6(+0.5)

地方特例交付金：0.1(＋0.0)

その他：5.8(+0.1)

【歳出86.6(+0.9)】

公債費：12.6(▲0.2)

投資的経費
：11.4(＋0.2)

一般行政経費
：36.6(+0.8)

給与関係経費
：20.3(▲0.0)

歳出特別枠：0.2(▲0.3)

地方交付税総額
１６．３兆円

その他：5.6(+0.4)

交付税
法定率分

等
14.8

（▲0.1）

特会財源
0.9（▲0.6）

歳出歳入ギャップ
17.0 (+0.0)

地方債：9.2(+0.3)
うち、臨財債：3.4(▲0.1)

（折半対象臨財債を除く）

国庫支出金：
13.5(+0.3)

うち、補助分：19.8（+0.8）
うち、単独分：14.0（▲0.0)
うち、まち・ひと・しごと創
生事業費：1.0(±0)
うち、重点課題対応分：

0.25（±0）

折半対象
財源不足
1.3（+0.8）

臨財債
0.7（+0.4）
特例加算
0.7（ +0.4 ）

【地⽅負担】
… 臨時財政対策債（折半対

象）の発⾏により確保
⇒ フローベースの財源不⾜

に対応

「折半対象外臨時財政対策債」
… 発⾏済み臨時財政対策債の元利

償還⾦等の財源として発⾏
⇒ストックベースの債務に起因する

財源不⾜に対応

国
・地
方
折
半

【国負担】
… 特例国債の追加発⾏

により財源確保
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「地方一般財源総額 実質同水準」ルールについて

経済・財政再生計画における歳出改革の目安

一

般

財

源

平成29年度地方財政計画(単位：兆円)

特

定

財

源

(62.1兆円)

(24.5兆円)

【歳出：86.6】

公債費：12.6

投資的経費：11.4

一般行政経費：36.6

うち、補助分：19.8
うち、単独分：14.0
うち、まち・ひと・しごと

創生事業費：1.0
うち、重点課題対応分：0.25

給与関係経費：20.3

歳出特別枠：0.2

その他：3.8

水準超経費：1.8

【歳入：86.6】

臨財債
(赤字地方債)：4.0

地方税・
地方譲与税：41.6

地方特例交付金：0.1

その他：5.8

地方交付税：16.3

国庫支出金：13.5

その他地方債：5.1

7

（「骨太2015」（平成27年６月30日閣議決定））

＜目安１＞ＰＢ赤字対ＧＤＰ比 ： 2018年度▲１％程度

＜目安２＞国の一般歳出の水準 ： 安倍内閣のこれまでの３年間
では一般歳出の総額の実質的な増加が1.6兆円程度となっている
こと、経済・物価動向等を踏まえ、その基調を2018年度まで継続。

＜目安３＞社会保障関係費の水準 ： 安倍内閣のこれまで３年間
の経済再生や改革の効果と合わせ、社会保障関係費の実質的な
増加が高齢化による増加分に相当する伸び（1.5兆円程度）となっ
ていること、経済・物価動向等を踏まえ、その基調を2018年度まで
継続していくことを目安とし、効率化、予防等や制度改革に取り組
む。この点も含め、2020年度に向けて、社会保障関係費の伸び
を、高齢化による増加分と消費税率引上げとあわせ行う充実等に
相当する水準におさめることを目指す。

＜目安４＞地方の歳出水準 ： 国の一般歳出の取組と基調を合わ
せつつ、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる
一般財源の総額について、2018年度までにおいて、2015年度地方
財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保。
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H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

(兆円)

地方一般財源総額の推移（地方財政計画ベース）

地方一般財源総額（水準超経費除き）

地方一般財源総額（水準超経費込み）

「一般財源総額実質同水準ルール」を設定

○ 平成23年度に一般財源総額実質同水準ルールを過去最高水準（水準超経費除き）で設定。

○ その後、同水準は、消費税率の引上げ（5→8%。26年度初年度、27年度次年度、28年度平年度化）によ
る増収分等を上乗せした水準で維持されている。

8
0.0

（年度）



○ リーマンショック後、国と地方との財政状況の不均衡が拡大。国と異なり、地方の足元の財政状況を見ると、基礎的財政収
支（PB）は黒字が続き、財政収支もほぼ黒字となっている。

○ 基礎的財政収支（ＰＢ）・財政収支の推移（フロー）

▲ 2.0
▲ 4.0

▲ 3.1
▲ 0.3

2.0
4.2 3.5 4.6

2.1 0.4 0.8 1.6 2.8 1.5 3.2
1.3 2.3

▲ 7.0 ▲ 8.8 ▲ 7.6
▲ 4.4

▲ 1.8
0.4 0.0 1.3 ▲ 1.0 ▲ 2.5

▲ 2.0
▲ 1.1 0.3 ▲ 0.9 1.1

▲ 0.9 0.1

▲ 19.6
▲ 24.1 ▲ 24.3

▲ 19.7

▲ 15.7
▲ 12.8 ▲ 10.0

▲ 19.1

▲ 38.1

▲ 31.9 ▲ 32.8
▲ 28.8 ▲ 30.1

▲ 21.4
▲ 19.0 ▲ 20.3 ▲ 20.7

▲ 26.7
▲ 30.7 ▲ 30.5

▲ 24.9

▲ 19.7
▲ 16.4

▲ 13.5

▲ 23.4

▲ 43.1

▲ 37.3 ▲ 38.6
▲ 34.8 ▲ 35.9

▲ 27.4
▲ 24.9

▲ 26.7 ▲ 27.9

▲ 50

▲ 40

▲ 30

▲ 20

▲ 10

0

10
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

（出典） 内閣府「国民経済計算確報」。平成28年度以降は「中長
期の経済財政に関する試算」（平成29年7月18日 内閣府）。
（注） 国・地方とも、平成23年度以降については、復旧・復興対
策の経費及び財源の金額を除いたベース。

（兆円）

地方の基礎的財政収支
(PB)

地方の財政収支

国の基礎的財政収支(PB)

国の財政収支

国と地方の財政状況（フロー）

○ 地方交付税交付金（一般会計ベース）の推移

14.5 
13.0 

10.9  11.5 
12.4  13.0 

14.6  15.1 

12.6 

10.2 
11.3  11.6  11.7 

12.8 
13.7 

14.9  14.8 

1.4 
3.1 

5.5  3.9  2.2  0.7 
2.6 

5.4  3.8  3.8  3.6 
2.6  1.5 

0.3  0.7 
1.0 

1.5 
1.3  1.1  1.0  0.6  0.2

10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

別枠加算

特例加算

地方交付税法定率分等

（兆円）

9（年度）

（年度）



○国と地方の長期債務残高の推移

※ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金については、その償還の負担分に応じて、国と地方に分割して計上している。なお、2007年度初をもってそれまでの国負担分借入金残高の全額
を一般会計に承継したため、2007年度末以降の同特会の借入金残高は全額地方負担分（2017年度末で32兆円程度）である。

国

地 方

３０年前

（１９８７年度末）

２０年前
（１９９７年度末）

１０年前
（２００７年度末）

現在
（２０１７年度末見込）

１７４兆円 ３４２兆円
５６８兆円

リーマンショック後（２００９年度末）

６２１兆円
８９８兆円

１９９兆円
リーマンショック後（２００９年度末）

１９９兆円
１９５兆円１５０兆円６４兆円

概ね２．０倍 概ね１．７倍

約３３０兆円増加
対リーマンショック後(2009年度末)

約２８０兆円増加

概ね２．３倍 概ね１．３倍 ほぼ横ばい

国と地方の財政状況（ストック）

※ 2016年度末決算速報の基金残高については通常収支分。

○基金残高の推移

財政調整基金

減債基金

３０年前
（１９８６年度末）

２０年前
（１９９６年度末）

１０年前
（２００６年度末）

現在
（２０１６年度末決算速報）

２．７兆円 ３．６兆円 ４．１兆円 ７．５兆円

２．１兆円 ２．５兆円４．６兆円０．６兆円

その他基金

総額

２．７兆円 ９．６兆円 ７．４兆円 １１．５兆円

１３．６兆円 ２１．５兆円１７．８兆円６．０兆円

約１．６倍

○ 30年前から10年前までは、国及び地方のいずれにおいても長期債務残高が増加。
○ 過去10年程度を見ると、国の長期債務残高は約330兆円増加している一方、地方はほぼ横ばい。
○ 一方、地方の貯金である基金残高は過去10年間に約１．６倍に増加。

10



国 地方

一般会計 交付税特別会計

30’ 15.4兆円
【29’ 15.4兆円】

30’ 15.9兆円
【29’ 16.3兆円】

・法定率分
30’ 14.6兆円
【29’ 14.5兆円】

・法定加算等
30’ 0.8兆円

臨時財政対策加算 0.7兆円
28’国税決算精算分 ▲0.2兆円
その他 0.3兆円

【29’ 0.9兆円】

・地方法人税
30’ 0.7兆円
【29’ 0.6兆円】

・特会剰余金
30’ －
【29’ 0.3兆円】

・機構準備金
30’ 0.3兆円
【29’ 0.4兆円】

等

30’ 0.5兆円
【29’ 0.9兆円】

入口ベース 出口ベース

≪地方財政計画≫

※ 【 】内は平成29年度当初予算数値

平成30年度 地方交付税概算要求の概要
総務省資料を加工

11



Ⅰ．地方財政計画の概要等

Ⅱ．今後の課題と改革方針

（１） 地方財政計画と地方決算のＰＤＣＡ

（２） 地方財政計画と基金

（３） 地方税収の上振れ・枠計上経費の使途等

目 次
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13

地

方
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政

計

画

の
策

定

交

付

税

の

配
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地

方
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出

決

算

」
と

「
地
方
財
政
計
画
」
の
比
較

P D C A
国

・
地

方

の

歳

出

改

革

地方の歳出改革に係るPDCA

○ 地方交付税総額は地方財政計画に基づき決定されていることを踏まえれば、地方財政計画について、地方
歳出決算との比較・検証を行い、その結果を踏まえた歳出改革を行った上で、翌年度の地方財政計画を策定
するという、「ＰＤＣＡサイクル」を回していくことが必要。

○ 現状では、地方財政計画と地方歳出決算が比較可能な形となっていないため、各経費ごとの比較を含め、
計画と比較可能な形での決算データの公表を検討していく必要があるのではないか。



84.2 
83.5 

10.4 

14

決算歳出と計画歳出との乖離について（総論）

地財計画で
保障された

歳出額

補正予算等の
影響を加味した
修正後計画額

比較上控除
すべき経費

合計

計画と
比較すべき

決算額

○ 地方財政計画と地方歳出決算が比較可能となるよう、以下の通り試算を行ったところ、
計画歳出（84.2兆円）＞決算歳出（83.5兆円） （平成26年度）

となり、計画歳出が決算歳出を上回っている。

≪具体的な試算方法≫
まずは、（ア）地方財政計画において補正予算等の影響を加味し、（イ）地方歳出決算において前年度からの繰越金等
の影響を排除。その上で、
・ 地方税収等の決算増、基金取崩、国庫支出金の不用に係る地方負担分の不用など、計画上予定されていない歳入
等を財源とした歳出を地方歳出決算から控除、

・ 給与関係経費の決算乖離分を控除。

修正後の26年度
地方財政計画歳出

実質的な26年度
決算歳出額

①地方税収等の決算増収分見合い歳出（1.2兆円）

②使用料・手数料の決算増収分見合い歳出（0.3兆円）

③雑収入等の決算増収分見合い歳出（3.7兆円）

④超過課税・法定外税分見合い歳出（0.7兆円）

⑤基金取崩分等の見合い歳出(3.7兆円)

⑥国庫支出金・追加財政需要額の不用（0.4兆円）

⑦給与関係経費の決算乖離分(0.4兆円)（※２）

※１ 地方財政計画額及び決算額は、東日本大震災関連経費を
控除した通常収支ベースである。

※２ ⑦は計画と決算の乖離分から計画上、他の経費に計上さ
れていると考えられる非常勤職員の給与を控除している。

（出典）『地方財政要覧』等

前年度繰越金等の
影響を排除した
修正後決算額

▲0.7

93.9

(兆円)



15

決算歳出と計画歳出の乖離推移

○ 近年における決算歳出と計画歳出を比較すると、継続的に１兆円前後、計画歳出の方が決算歳出を上回ると

の試算結果となる。

○ 毎年度、国において赤字国債を発行して一般財源総額を確保していることを踏まえれば、各年度に必要となる

財源保障（移転）の適正規模については、より一層の精査が必要と考えられる。また、計画から上振れた歳入を

財源とする歳出については、地方財政計画を通じての歳出規律が働かない状態であり、是正を検討する必要。

83.6

87.2

89.2

84.9

83.4

86.2

84.1 84.2

82.7 

86.4 

88.4 

83.8 

81.9 

84.6 

83.1 
83.5 

78

80

82

84

86

88

90

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

修正後計画歳出 実質的な決算歳出

0

（兆円）

※ 試算上、計画に計上されていると考えられる非常勤職員の給与について、
データの制約により、平成22年度以前は平成23年度から平成27年度の平均値としている。 （出典）『地方財政要覧』等

▲0.9

▲0.9

▲0.8

▲1.2

▲1.5

▲1.6

▲1.1

計画と決算の乖離額

▲0.7

（年度）
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地方の基金残高の推移（通常収支分）

財政調整基金
（年度間の財源の不均衡を調整するための基金）

減債基金

その他特定目的基金

速報
※ 基金残高は、都道府県分と市町村分の合計である。 （出典）総務省「地方財政状況調査」等

（兆円）

○ 平成28年度末の地方の基金残高は、21.5兆円と過去最高。
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（年度）



地方財政計画と地方決算のＰＤＣＡ

17

○ 地方財政計画について「ＰＤＣＡサイクル」を回していく必要があるが、現状では、地方財政計画と地方

歳出決算が比較可能な形となっていないため、各経費ごとの比較を含め、計画と比較可能な形での決

算データの公表を検討していく必要があるのではないか。

○ 地方財政計画と地方歳出決算が比較可能となるよう試算を行ったところ、継続的に１兆円前後、計画

歳出の方が決算歳出を上回るとの試算結果となる。また、平成28年度末の地方の基金残高は、21.5兆

円と過去最高となっている。

○ 毎年度、国において赤字国債を発行して一般財源総額を確保していることを踏まえれば、各年度に必

要となる財源保障（移転）の適正規模については、より一層の精査が必要と考えられる。また、計画から

上振れた歳入を財源とする歳出については、地方財政計画を通じての歳出規律が働かない状態であ

り、是正を検討する必要。

○ このため、次ページ以降の（２）、（３）における改革や見直しを通じて、地方財政計画をより適切なもの

としていくことが必要ではないか。



Ⅰ．地方財政計画の概要等

Ⅱ．今後の課題と改革方針

（１） 地方財政計画と地方決算のＰＤＣＡ

（２） 地方財政計画と基金

（３） 地方税収の上振れ・枠計上経費の使途等
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H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 H26 H27 H28

地方の基金残高の推移（通常収支分）

財政調整基金
（年度間の財源の不均衡を調整するための基金）

減債基金

その他特定目的基金

速報

○ 地方の基金残高は、21.5兆円と過去最高。

○ その内訳を見ると、年度間の財源の不均衡を調整するための「財政調整基金」は、リーマンショック後の地方税収が減少した

時期を含め近年ほぼ一貫して増加し、現在、7.5兆円と過去最高水準。

○ 地方公共団体が特定の目的のために設置する「その他特定目的基金」も、近年大幅に増加し、現在、11.5兆円と過去最高。

なお、同基金の中には、設置目的が「地域振興を図るため」、「産業振興を図るため」など、実質的に幅広い歳出に充てることが

可能な基金があることに留意する必要。

（参考１） 地方債の償還のための「減債基金」には、満期一括償還のために基金に積み立てられているものは含まれていない。

（参考２） 国庫支出金に伴い設置される基金の残高は平成27年度において1.3兆円（国費相当額は0.8兆円）。（※２）

※１ 基金残高は、都道府県分と市町村分の合計である。 ※２ 各省ＨＰ掲載「地方公共団体等保有基金執行状況表」の合計。

（兆円）
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（年度）

（出典）総務省「地方財政状況調査」等
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17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

財政調整基金 その他特定目的基金 減債基金 合計

（兆円）

不交付団体の地方基金残高の推移（通常収支分）

※１ 基金残高は都道府県分と市町村分の合計である。 ※２ 不交付団体は、平成29年度時点の一本算定で不交付となった団体のうち、平成17年
度以降、一貫して不交付だった38団体。合併した場合、合併前の団体も加味している。（出典）総務省「地方財政状況調査」「平成29年度普通交付税の算定結果」等

○ 平成29年度における不交付団体のうち、平成17年度から一貫して不交付だった団体の基金残高の推移を見ると、10年間で

2.6兆円増加（2.4倍に増加。毎年度平均約2,600億円増加）。リーマンショック後に残高が減少した時期もあるが、平成25年度以

降、再び増加傾向にある（3年間で1.3兆円増加）。

○ なお、財政調整基金は10年間で約1.8倍に増加。その他特定目的基金は約3.2倍に増加し、近年の増加傾向が著しい。

20



3.1  3.2  3.1  3.2  3.4  4.2  4.6  5.1  5.5  5.8  6.1 

6.1  6.2  6.1  6.7 
8.7 

8.5  7.7  7.7 
8.3  7.9  8.0 2.1  2.0  1.7 

1.6 

1.6 
2.0  2.2 

2.2 
2.3  2.5  2.6 

11.3  11.3  10.9 
11.6 

13.7 
14.6  14.5  15.0 

16.2  16.1  16.6 

0.0
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17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

財政調整基金 その他特定目的基金 減債基金 合計

（兆円）

交付団体の地方基金残高の推移（通常収支分）

※１ 基金残高は都道府県分と市町村分の合計である。 ※２ 交付団体は、平成29年度時点の一本算定で不交付となった団体のうち、平成17年度
以降、一貫して不交付だった団体以外の団体としている。（出典）総務省「地方財政状況調査」「平成29年度普通交付税の算定結果」等

○ 交付団体の基金残高の推移を見ると、10年間で5.2兆円増加（1.5倍に増加。毎年度平均約5,200億円増加）。リーマンショック

後の時期を含めほぼ一貫して増加傾向にある。

○ なお、財政調整基金は10年間ほぼ一貫して増加し、約2.0倍となっている。その他特定目的基金は約1.3倍に増加。
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22

地方の基金取崩額（通常収支）の推移

3.3 
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○ 基金取崩額の推移を見ると、平成元年以降における最大取崩額は約3.3兆円（平成６年度）。

○ 仮に基金への積立てを一切行わず、この水準で取崩しのみを続けた場合でも、現在の基金残高は約７年分に相当する。

※ 過去最大の基金残高減少額は約1.3兆円（平成９年度）であり、仮にこの水準で基金残高の減少が続いた場合でも、現在

の基金残高は約17年分に相当する。

※ 基金取崩額は都道府県分と市町村分の合計である。 （出典）総務省「地方財政状況調査」

（兆円）

（年度）
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個々の市町村の「基金残高割合」と財政力指数との関係（平成27年度）
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大きい傾向にある。

○ 小規模な団体が「まち・ひと・しごと創生事業費」等として配分された財源を使いこなせておらず、結果として基
準財政需要額が過大となっている可能性があり、詳細を分析する必要があるとともに、必要に応じ、地方公共団
体の広域的な連携や合併等の更なる推進、「まち・ひと・しごと創生事業費」等の水準の妥当性等を検討・検証す
べきではないか。
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・基準財政需要額の平均額：約30億円（全国平均：約140億円）
・基金残高の平均額：約50億円
・基準財政需要額に占めるまち・ひと・しごと創生事業費及び歳出特別枠の割合の平均：11.4%（全国では3.3%）



地方財政計画と基金

○ 地方の基金残高は、21.5兆円と過去最高となっており、交付団体・不交付団体の別によらず、近年増

加傾向にある。仮に基金への積立てを一切行わず、過去最高額での取崩しのみを続けた場合でも、現

在の基金残高は約７年分に相当する。

○ 毎年度、赤字国債を発行して地方交付税を措置している現状を踏まえれば、各団体の基金残高の増

加要因等を分析・検証し、国・地方を通じた財政資金の効率的配分に向け、地方財政計画への反映等

につなげていく必要。

○ また、個々の団体ごとに見てみると、財政力指数0.33未満であって、基金残高割合（基準財政需要額

に対する基金残高の割合）が100％以上の団体については、基準財政需要額に占める「まち・ひと・しご

と創生事業費」等の割合が相対的に大きい傾向にある。小規模な団体が「まち・ひと・しごと創生事業

費」等として配分された財源を使いこなせておらず、結果として基準財政需要額が過大となっている可能

性があり、詳細を分析する必要があるとともに、必要に応じ、地方公共団体の広域的な連携や合併等の

更なる推進、「まち・ひと・しごと創生事業費」等の水準の妥当性等を検討・検証すべきではないか。
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Ⅰ．地方財政計画の概要等

Ⅱ．今後の課題と改革方針

（１） 地方財政計画と地方決算のＰＤＣＡ

（２） 地方財政計画と基金

（３） 地方税収の上振れ・枠計上経費の使途等

目 次

25



0.2 0.7

‐0.6

‐1.1

‐0.2
0.0

‐0.5 ‐0.6
0.0 0.7 0.9 0.9

‐0.8

‐1.6 ‐1.6

1.4 0.3 0.2 0.8 1.2 0.7
‐0.3

1.1
0.7

0.0 0.1 0.4
0.1 ‐0.4 0.1 0.1

0.7 0.9 0.9

‐0.4 ‐0.8 ‐0.4

1.5

0.4
0.2

0.8
1.2

0.8

‐3.5

‐2.5

‐1.5

‐0.5

0.5

1.5

2.5

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

乖離（地方税収等） 乖離（減収補填債込）地方税収等乖離地方税収等乖離地方税収等乖離地方税収等乖離地方税収等乖離地方税収等乖離
地方税収等の上振れ額 地方税収等の上振れ額

（減収補填債による補填額込み）

α

（出典）『地方財政要覧』等

地方税収等の計上の適正化

（兆円）

計
H22～H28

（リーマンショック以降）
H7～H28

地方税収等の計画額
との乖離（兆円） 4.2 0.6

地方税収等の計画額
との乖離（兆円）
（減収補填債込み）

4.5+α 7.7+α

※ 地方税収等は、地方税収及び地方譲与税収。平成27年度までは決算額、平成28年度は決算見込み。

○ 地方税収等は、リーマンショック以降、概ね決算での上振れ傾向が続いており、平成22～28年度までの累計で＋4.2

兆円の決算増収。

○ 地方財政計画で見込んだ歳出歳入のギャップを埋めるべく交付税が措置されていることを踏まえれば、計画からの

地方税収等の上振れは、結果として、本来必要なかった赤字国債の発行を国の側で行っていることを意味する。

○ こうした地方税収等の計画からの上振れ分については、地方財政計画において精算を行うべきではないか。

※ なお、地方税収等が下振れた場合は減収補填債が発行され、後年度においてその元利償還費が地方財政計

画に計上される（国も負担）。
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※上段の「最大/最小」は、各都道府県ごとの人口一人当たり税収額の最大値を最小値で割った数値であり、下段の数値は、税目ごとの税収総額である。
（注１） 地方税収計の税収額は、地方法人特別譲与税の額を含まず、超過課税及び法定外税等を除いたものである。 （注２） 個人住民税の税収額は、個人道府県民税（均等割及び所得割）及び個人市町村民税(均等割及び所

得割）の合計額であり、超過課税分を除く。 （注３） 地方法人二税の税収額は、法人道府県民税、法人市町村民税及び法人事業税（地方法人特別譲与税を含まない。）の合計額であり、超過課税分等を除く。
（注４） 固定資産税の税収額は、道府県分を含み、超過課税分を除く。 （注５） 人口は、平成28年１月１日現在の住民基本台帳人口による。 27

地域間での税収の格差

人口一人当たり税収の偏在（最大/最小） 全国平均100、平成27年度決算額

３８．３兆円 ６．０兆円 ８．７兆円１２．０兆円 ５．０兆円

総務省資料を加工



地方法人課税の偏在是正
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計▲4.4％
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3.2％→1.0％（▲2.2％）
・市町村分：

9.7％→6.0％（▲3.7％）
計▲5.9％

・課税標準：基準法人税額
・税率4.4％
・賦課徴収：国（税務署）
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税源の適切な帰属（地方消費税の清算基準①）

○ 消費税・地方消費税の最終負担者は消費者であり、税収は「最終消費地」（下記Ｃ県）に帰属すべきものとさ
れている（仕向地原則）。

○ 他方、消費税・地方消費税は多段階課税であるため、各段階の事業者が本店所在地の税務署（国）に、消費
税と地方消費税を一括して申告納付し、その所在都道府県に地方消費税相当額が払いこまれる。このため、
「最終消費地」（下記Ｃ県）と「税収が一旦帰属する都道府県」（下記Ａ県・Ｂ県）との不一致が生じる。

○ 最終消費地と税収の最終的な帰属（ともにＣ県）とを一致させるため、各都道府県間において「消費に相当す
る額」に応じて「清算」が行われており、その方法を地方消費税の清算基準という。

【清算のイメージ】

Ａ県 Ｂ県 Ｃ県

製造業者 卸売業者 小売業者 消費者

税務署 税務署 税務署

34円 51円 34円+51円

地方消費税分

34円
地方消費税分

51円
地方消費税分

85円
消費税額（＝315円－126円）×17/63 消費税額（＝630円－315円）×17/63

Ｃ県に帰属する
地方消費税額

170円

最終消費者による
地方消費税負担額

170円

最終消費地
に帰属

モノ モノ モノ

2,160円（税込）
うち 消費税126円

地方消費税34円

5,400円（税込）
うち 消費税315円

地方消費税85円

10,800円（税込）
うち 消費税630円

地方消費税170円

～
～
～
～
～
～

～
～
～
～
～
～
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税源の適切な帰属（地方消費税の清算基準②）

○ 具体的には、「統計基準」、「人口基準」、「従業者基準」によって清算が行われる。しかしながら、この清算基準につ
いては以下の問題点が挙げられる。
・ 「統計基準」として利用する統計には、最終消費ではない消費や、最終消費地とは異なる場所での消費が含まれて

おり、最終消費の実態を適切に反映できていないこと（①）。
・ 「従業者基準」は、消費税導入前に存在した「料理飲食等消費税」等からの移行に伴う激変緩和として導入された性

格が強く、既にその役割を終えていると考えられること（②）。

○ 地方消費税は、社会保障施策の財源となる重要な税であり、適切な税収帰属を図ることが必要。これまでも、統計
から「インターネット販売」を除外するなどの改正が行われてきたが、こうした対応には限界あり。こうした中、都道府県間
の清算後の市町村への配分（税率引上げ分）は全額人口に基づき行われていること、税収の充当先等を踏まえ、人口
基準の比率を大幅に高めるなど抜本的な見直しが必要ではないか。

統
計
基
準

小売年間販売額（H26商業統計）

75%サービス業対個人事業収入額
（H24経済センサス活動調査）

人口基準 17.5%

従業者基準 7.5%

【地方消費税の清算基準】

「平成29年度税制改正大綱」（平成28年12月8日 自由民主党・公明党）（抜粋） 【第三 検討事項 14】
○ 地方消費税の清算基準については、平成30年度税制改正に向けて、地方消費税の税収を最終消費地の都道府県により適切に帰属させるた

め、地方公共団体の意見を踏まえつつ、統計データの利用方法等の見直しを進めるとともに、必要に応じ人口の比率を高めるなど、抜本的な方策
を検討し、結論を得る。

①

・ 最終消費ではない、企業による中間消費（備品購入や交際
費によるサービス消費等）が含まれている

・ 家電を始めとする耐久財等は、購入後、県境を越境した配
送・持ち帰りが行われるなど、購入地と最終消費地が乖離し得
る 等

② 料理飲食等消費税（平成元年廃止）やその後の消費譲与税
（平成９年廃止）からの歳入の変動を少なくするという経緯から
用いられており、既にその役割は終えているのではないか。
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地方財政計画（29年度）

給与関係費

一般行政経費（単独）

公債費

その他

歳出

20.3兆円

投資的経費（補助等）

まち・ひと・しごと創生事業費

一般行政経費（補助等）
21.3兆円

14.0兆円

1.0兆円

5.7兆円

12.6兆円

5.6兆円

86.6兆円

投資的経費（単独）
5.6兆円

歳出特別枠 0.2兆円

○ 地方財政計画には、内訳や積算が明らかでない、いわゆる「枠計上経費」が多額の規模で存在。計上水準の必要
性・適正性について説明責任を果たす観点から、当該財源を活用した事業の実績・成果を把握し、検証する必要。
※ 例えば、まち・ひと・しごと創生事業費は、人口増減率等の指標を用いて配分されているが、各自治体における具体的使
途を含め実績等は不明。特定の政策目的をもって地方財政計画に計上している項目については、当該財源を活用した事
業の実績・成果を把握し、計上の合理性の検証を行う必要。

○ また、歳出特別枠は、リーマンショック後、雇用対策等のために設けられた臨時異例の危機対応措置であり、平時
モードへの切替えの中で、廃止・縮減していく必要。

「枠計上経費」について

13.8

14.7
15.2

15.4 15.3 15.5 15.5
15.8 15.7

13.0

14.0

15.0

16.0

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

リーマンショック後の危機対応としての歳出特別枠

一般行政経費（単独事業）

＜「枠計上経費」の水準推移＞

重点課題対応分 0.3兆円

枠

計

上
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0.0

○ 経済財政運営と改革の基本方針2015 （抜粋）
「別枠加算や歳出特別枠といったリーマンショック後の歳入・歳出面の特別措置について、経

済再生に合わせ、危機対応モードから平時モードへの切替えを進めていく。」

地域の元気創造事業費

まち・ひと・しごと
創生事業費

重点課題対応分

（年度）



基準財政需要額の実際の算定例（29年度）

0.7兆円（2.7%）

消防費
土木費
教育費
厚生費

・
・
・

25.4兆円
（97.3%）

全市町村における
基準財政需要額合計

26.2兆円
A自治体

77.3%

22.7%

B自治体

99.2%

0.8%

＜算定項目と測定単位（平成２９年度）＞

個別算定経費
項目 測定単位 単位費用（円）

消防費 人口 11,300

土木費

道路橋りょう費
道路の面積 73,500

道路の延長 193,000

港湾費

港湾（係留） 27,100

港湾（外郭） 6,180

漁港（係留） 10,500

漁港（外郭） 4,360

都市計画費 都市計画区域における人口 988

公園費
人口 530

都市公園面積 36,300

下水道費 人口 94

その他の土木費 人口 1,700

教育費

小学校費

児童数 43,200

学級数 850,000

学校数 9,079,000

中学校費

生徒数 40,700

学級数 1,042,000

学校数 8,594,000

高等学校費
教職員数 6,563,000

生徒数 69,600

その他の教育費
人口 5,140

幼稚園等の小学校就学前子どもの数 369,000

厚生費

生活保護費 市部人口 9,520

社会福祉費 人口 22,300

保健衛生費 人口 7,780

高齢者保健福祉費
65歳以上人口 63,800

75歳以上人口 82,200

清掃費 人口 5,080

産業
経済費

農業行政費 農家数 83,400

林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数 291,000

商工行政費 人口 1,240

総務費

徴税費 世帯数 4,380

戸籍住民
基本台帳費

戸籍数 1,170

世帯数 2,090

地域振興費
人口 1,820

面積 1,038,000

地域経済・雇用対策費 人口 420

地域の元気創造事業費 人口 2,530

人口減少等特別対策事業費 人口 3,400

・・・・・・

※ 基準財政需要額は臨時財政対策債振替前。 32

○ 全市町村における基準財政需要額26.2兆円のうち、まち・ひと・し
ごと創生事業費及び歳出特別枠（地域経済・雇用対策費）は0.7兆
円（2.7%）程度。

○ 個別団体ごとにみれば、基準財政需要額の2割以上がまち・ひ
と・しごと創生事業費等によって配分されている団体が存在。

○ この実態を踏まえれば、まち・ひと・しごと創生事業費等の実績・
成果を把握し、検証する必要。

（出典）総務省「平成29年度 普通交付税の算定結果」



国庫補助事業の不用に係る地方負担分（推計）

※１ 国の決算における不用割合（不用額／歳出予算現額）を地方財政計画における地方負担額に乗じて試算
※２ 投資的経費の不用額は歳出不用額に一般財源充当割合を乗じて計算

○ 国庫補助事業については毎年度一定の不用が生じており、その地方負担分についても地方財政計画にお
いて不用が生じていることとなる。しかしながら、国庫補助事業の不用に係る地方負担分については、決算を
踏まえた精算が行われておらず、地方に渡しきりとなっている。

○ 地方財政計画で見込んだ歳出歳入のギャップを埋めるべく交付税が措置されていることを踏まえれば、この
不用に係る地方負担分は、結果として、本来必要なかった赤字国債の発行を国の側で行っていることを意味し、
是正を検討する必要。

国庫補助事業の不用に係る地方負担分の計上の適正化

Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 H26年度 H27年度 5ヶ年平均

給与関係経費（義務教育費国庫
負担金）

391億円 325億円 322億円 323億円 92億円 291億円

一般行政経費（補助事業分） 605億円 670億円 1,016億円 2,696億円 816億円 1,161億円

投資的経費（直轄事業・補助事
業分）

303億円 245億円 373億円 181億円 124億円 245億円

合計 1,299億円 1,240億円 1,711億円 3,200億円 1,032億円 1,697億円

33



トップランナー方式

＜平成28年度に着手する取組例（市町村分）＞

34

○ これまでの取組み・成果

○ 骨太2015に基づき、歳出の効率化を推進する観点から、他団体のモデルとなるような業務改革を行っている団体の
経費水準を基準財政需要額の算定基礎とする取組み（トップランナー方式）を推進。

○ トップランナー方式は、23業務が検討対象とされ、29年度までに18業務について導入。平成33年度における累計減
少額（基準財政需要額の減少額）は約1,640億円と見込まれている。

対象業務
基準財政需要額の

算定項目

見直し内容

経費水準 見直し前 経費水準 見直し後
基準財政需要額の算定基礎とする

業務改革の内容

学校用務員事務
（高等学校、特別支援学校）

高等学校費 388,570（千円） 332,208（千円）
民間委託 等

特別支援学校費 57,312（千円） 50,510（千円）

体育館管理
競技場管理

プール管理
その他の教育費 25,629（千円） 据え置き

指定管理者制度導入
民間委託 等

公園管理 その他の土木費 161,345（千円） 据え置き 指定管理者制度導入、民間委託 等

庶務業務

（人事、給与、旅費、福利厚生等）
包括算定経費

庶務業務として特定せず

包括的に算定
8,270（千円）の減 庶務業務の集約化

公立大学運営
その他の
教育費

（理科系学部） 1,694（千円／人） 1,460（千円／人）
地方独立行政法人化

（保健系学部） 1,938（千円／人） 1,668（千円／人）

＜平成29年度における取組例（都道府県分）＞

＜平成28年度＞

・ 16業務について導入し、段階的な反映における初年度の見直しを実施。
・ 平成28年度におけるトップランナー方式による影響額（基準財政需要額の減少額）は441億円。

＜平成29年度＞
・ 導入済の16業務について、段階的な反映における２年目の見直しを実施。
・ 新たに２業務について導入（合計18業務に導入）。
・ 平成29年度におけるトップランナー方式による新たな影響額（基準財政需要額の減少額）は473億円(累計減少額は914億
円）。

（出典）経済・財政一体改革推進委員会 国と地方のシステムワーキング・グループ 第7回資料等



基準財政需要額に占めるトップランナー方式導入対象経費の割合

【都道府県分】

【市町村分】

商
工
行
政
費

徴
税
費

地域
振興費

衛生費 高齢者保健福祉費

農
業
行
政
費

小学校費 中学校費

警察費

土木費 教育費 厚生労働費
経済

産業費
総務費

社会福祉費

河川費

港湾費

その他の土木費 生活保護費 労働費

林野行政費

水産行政費

恩給費

地域経済・雇用対策費

地域の元気創造事業費

人口減少等特別対策事業費

道路橋

りょう費
高等学校費

特別

支援

学校

費

その他

の教育費

地域振興費高齢者保健福祉費

農
業
行
政
費

商
工
行
政
費

生活保護費 社会福祉費 保健衛生費

地
域
の
元
気
創
造
事
業
費

人口
減少
等特
別対
策事
業費

都
市
計
画
費

下水道
費

そ
の
他
の
土
木
費

消防費

土木費 教育費 厚生費
産業
経済
費

総務費

港湾費 公園費 高等学校費 林野水産行政費

戸籍住民基本台帳費

地域経済・雇用対策費

道路橋

りょう費

小学校

費

中

学

校

費

その他

の教育

費
清掃費

徴

税

費

※ 28年度におけるトップランナー対象業務部分にのみ黄色着色

○ ただし、28年度におけるトップランナー方式の対象経費の割合は、全基準財政需要額のうち3.5％＋α (※)。

※ ＋αについては、包括算定経費に含まれる庶務業務分

35（出典）総務省「平成28年度 普通交付税の算定結果」



トップランナー方式の拡大、先進・優良事例の横展開等

○ 総務省は「（基準財政需要額算定の）単位費用に計上されている業務」等として23業務を検討対象としてい

るが、各自治体には23業務以外にも多くの業務が存在。こうした業務を含め、トップランナー方式の更なる拡

充を目指すべきではないか。

○ また、地域行政サービスの地域差の「見える化」を推進し、類似団体間でのコストの比較やその要因分析を

行うとともに、先進・優良事例の横展開を行い、更なる行財政改革を進めていくべきではないか。

○ 併せて、自治体クラウドの導入やマイナンバーの活用等による行政の効率化を進めていくことが重要ではな

いか。

【トップランナー方式の検討対象であるが、まだ導入されていない業務】

○図書館 ○博物館(美術館、科学館、歴史館、動物園等) ○公民館、市民会館 ○児童クラブ、学童館等

○窓口業務

【トップランナー方式の検討対象とされていない業務の一例】

○河川維持修繕 ○砂防維持修繕 ○港湾維持管理 ○漁港維持管理 ○高等学校維持修繕

○特別支援学校の建物・運動場維持修繕 ○教育研修センター施設維持管理等 ○婦人相談所施設管理

○児童相談所施設管理 ○し尿収集 ・・・・・・・・・・・

36



改革成果の地方財政計画への反映

○ 平成28年度からトップランナー方式の導入が進められているが、現状では、基準財政需要額の単価の見直

しが行われるのみ（地方財政計画への反映は行われていない）。

○ このため、トップランナー方式で単価の見直しが行われる一方で、地方財政計画で措置された交付税を全
額配分すべく、他の経費の単価アップ等の調整がなされれば、地方財政計画の歳出規模の抑制、地方財政
の効率化にはつながっていないことになる。

○ 財政健全化目標の実現に向け、トップランナー方式、先進・優良事例の横展開、自治体クラウドの導入によ
る効率化等の効果（基準財政需要額の減少額）を地方財政計画に反映し、財政資金の効率的配分が図られ
るよう、計画策定を工夫する必要。

単価見直し

トップランナー方式による効果

基準財政需要額 基準財政収入額

交付税
交付税

基準財政需要額

現状では、トップランナー方式による「効
率化」分は、基準財政需要の単位費用
のかさ上げや、調整率（額）の変更等を
通じ、各団体に薄まきされる形で配分さ
れている。

個別自治体ごとのミクロベース 総体としての地方

税収

☑単位費用のかさ上げ
☑調整率※（額）の変更 等

※ 基準財政需要額=単位費用×測定単位
×補正係数×調整率（額） 37



※１ 市町村は、県庁所在地及び政令指定都市に加え、全市町村を財政力指数0.33ごとに四段階に区分し、各段階のトップ30の市町村を抽出。
※２ ここでいう「公表」とは、ホームページ上で当該情報が公表されていることをいい、「非公表」とはホームページ上で当該情報が公表されていないことをいう。
※３ 「予算の概要」・「決算の概要」・「基金情報」の公表には、財政状況資料、決算カード、予算等に係る情報が掲載された広報誌等のみをホームページ上で公表しているものは含まない。
※４ ここでいう「予算書」・「決算書」の公表とは、予算書・決算書に加え、予算・決算の説明書・明細書等をホームページ上で公表しているものをいう。

≪４７都道府県 ≫ ≪市町村：１６８市町村(※１)≫

予算の概要 予算書

決算の概要 決算書

基金情報

予算の概要 予算書

決算の概要 決算書

基金情報

公表,
47(100%)

非公表,
0(0%)

公表,
28(60%)

非公表,
19(40%)

公表,
47(100%)

非公表,
0(0%) 公表,

28(60%)

非公表,
19(40%)

公表,
22(47%)

非公表,
1(2%)

一部公表,
24(51%)

公表,
149(89%)

非公表,
19(11%)

公表,
78(46%)

非公表,
90(54%)

公表,
58(35%)

非公表,
45(27％)

一部公表,
65(39%)

公表,
34(20%)

非公表,
134(80%)

公表,
123(73%)

非公表,
45(27%)

（平成29年9月時点）

基金をはじめとする財政に関する情報の公開について

○ 基金については、総務省の決算統計上、財政調整基金、減債基金、その他特定目的基金の別による公表しか行われていな
い。また、各地方公共団体のホームページにおいて詳細な内訳を公表している団体は一部に止まるほか、積立ての考え方等
を示している団体は確認できず。

○ 各年度の予算・決算についても、一部の地方公共団体ではホームページでの情報公開が行われていない。

○ サービスとコストの関係についての住民の理解に立脚した歳出の重点化・効率化が行われるよう、予算のフローとストックの
状況について、「見える化」（ホームページによるアクセスしやすい情報公開）が行われるべきではないか。
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地方税収の上振れ・枠計上経費の使途等

○ 計画からの地方税収等の上振れは、結果として、本来必要なかった赤字国債の発行を国の側で行っ

ていることを踏まえ、地方財政計画において精算を行うべきではないか。

○ また、地方消費税は社会保障施策の財源となる重要な税であり、その清算基準については、人口基

準の比率を大幅に高めるなど抜本的な見直しが必要ではないか。

○ 「枠計上経費」について、計上水準の必要性・適正性について説明責任を果たす観点から、当該財源

を活用した事業の実績・成果を把握し、検証する必要。また、歳出特別枠は、平時モードへの切替えの

中で、廃止・縮減していく必要。

○ 国庫補助事業の不用に係る地方負担分については、決算を踏まえた精算が行われておらず、是正を

検討する必要。

○ トップランナー方式の更なる拡充、先進・優良事例の横展開、自治体クラウドの導入による効率化等

を進めていくべきではないか。また、その効果（基準財政需要額の減少額）を地方財政計画に反映し、

財政資金の効率的配分が図られるよう、計画策定を工夫する必要。

○ サービスとコストの関係についての住民の理解に立脚した歳出の重点化・効率化が行われるよう、予

算のフローとストックの状況について、「見える化」（ホームページによるアクセスしやすい情報公開）が

行われるべきではないか。

39



参 考 資 料

40



基準財政収入額 ＝ 標準的な地方税収入見込額 × 75％（譲与税については100％）

基準財政需要額 ＝ 各地方団体ごとの標準的な水準における行政を行うために必要となる一般財源を算定するもので、

各行政項目ごとに下記の算式により計算した額の合算額

普通交付税の算定方法（ミクロの地方交付税配分）

単位費用（単価） 測定単位 補正係数

○ 普通交付税は、標準的な財政収入（基準財政収入額）を標準的な財政需要（基準財政需要額）が超える団体に対して交付。

＜単位費用＞

・・・ 行政項目ごとの測定単位あたりの単価

＜測定単位＞

・・・ 行政項目ごとに財政需要を測定するための単位

（人口、学校数等）

＜補正係数＞

・・・ 地方団体ごとの自然的・社会的条件の違いを測定単位

の数値に反映する際の乗率

（人口・面積に関する規模の経済や人口密度の大小、寒冷地等の
気象条件の違いなど、行政コストに影響を与えるものの、単位費

用及び測定単位のみでは捕捉できない要素を補正）

＜算定項目と測定単位（平成２９年度）＞

× ×

個別算定経費
測定単位 単位費用（円）

人口 11,300

道路の面積 73,500

道路の延長 193,000

港湾（係留） 27,100

港湾（外郭） 6,180

漁港（係留） 10,500

漁港（外郭） 4,360

都市計画費 都市計画区域における人口 988

人口 530

都市公園面積 36,300

下水道費 人口 94

その他の土木費 人口 1,700

児童数 43,200

学級数 850,000

学校数 9,079,000

生徒数 40,700

学級数 1,042,000

学校数 8,594,000

教職員数 6,563,000

生徒数 69,600

人口 5,140

幼稚園等の小学校就学前子どもの数 369,000

生活保護費 市部人口 9,520

社会福祉費 人口 22,300

保健衛生費 人口 7,780

65歳以上人口 63,800

75歳以上人口 82,200

清掃費 人口 5,080

農業行政費 農家数 83,400

林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数 291,000

商工行政費 人口 1,240

徴税費 世帯数 4,380

戸籍数 1,170

世帯数 2,090

人口 1,820

面積 1,038,000

人口 420

人口 2,530

人口 3,400

包括算定経費

18,380

2,426,000

人口減少等特別対策事業費

人口

面積

産業経済費

総務費
戸籍住民基本台帳費

地域振興費

地域経済・雇用対策費

地域の元気創造事業費

教育費

小学校費

中学校費

高等学校費

その他の教育費

厚生費

高齢者保健福祉費

項目

消防費

土木費

道路橋りょう費

港湾費

公園費
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地方財源不足額の推移

…

…

…

国折半分

地方折半分

国追加負担分

別枠加算
０．２兆円

交付税
特例加算
３．９兆円

交付税
特例加算
１．５兆円

交付税
特例加算
０．３兆円

別枠加算
０．６兆円

交付税
特例加算
２．２兆円

別枠加算
１．０兆円

別枠加算
１．３兆円臨時財政

対策債
３．９兆円 引き続き

折半対象
財源不足

解消

別枠加算
１．５兆円

別枠加算
１．１兆円

別枠加算
１．０兆円

交付税
特例加算
２．６兆円

交付税
特例加算
０．７兆円

臨時財政
対策債

３．６兆円

臨時財政
対策債

１．５兆円

臨時財政
対策債

０．３兆円
折半対象
財源不足

解消

交付税
特例加算等

２．８兆円

交付税
特例加算
３．８兆円

臨時財政
対策債

２．２兆円

交付税
特例加算
５．４兆円

交付税
特例加算
３．８兆円

交付税
特例加算
３．６兆円

臨時財政
対策債

３．８兆円

８４.７兆円 臨時財政
対策債

２．６兆円

臨時財政
対策債

０．７兆円

８５．３兆円 ８５．８兆円
臨時財政
対策債

２．８兆円

臨時財政
対策債

３．８兆円

７．８
兆円

８３.８兆円 臨時財政
対策債

５．４兆円 ３．１
兆円

０．５
兆円８３.４兆円 ８３.４兆円

８３.２兆円

４．３
兆円

８３.１兆円
８２.６兆円 ８２.５兆円

８２.1兆円 ８１.９兆円 ８１.９兆円

５．９
兆円

１．４
兆円

６．５
兆円

８．９
兆円

１２．３
兆円

８．７
兆円

８．２
兆円

交付税 交付税 交付税
歳出 歳出

法定率 法定率 法定率
歳出 交付税 歳出 交付税 歳出 交付税 歳出 交付税 歳出 交付税 歳出 交付税 歳出

 分  分  分
法定率 法定率 法定率 法定率 法定率 法定率

歳出

 分  分  分  分  分  分

地方税 地方税
地方税 地方税 地方税 地方税 地方税

歳出
歳出

地方税 交付税
交付税 交付税 交付税  等

歳出 地方税

 等  等
 等  等  等  等  等  等 法定率

法定率 法定率 法定率
 分

 分  分  分

地方税
地方税 地方税 地方税

 等
 等  等  等

2013（平25）年度 2014（平26）年度 2015（平27）年度2004（平16）年度 2005（平17）年度 2006（平18）年度 2007（平19）年度 2008（平20）年度 2009（平21）年度

地　財　計　画 地　財　計　画 地　財　計　画

2010（平22）年度 2011（平23）年度 2012（平24）年度

地　財　計　画

2016（平28）年度

地　財　計　画 地　財　計　画 地　財　計　画 地　財　計　画 地　財　計　画 地　財　計　画

１．３
兆円

交付税
歳出

法定率

 分

地　財　計　画 地　財　計　画 地　財　計　画

交付税
特例加算
０．７兆円

臨時財政
対策債

０．７兆円

地方税

 等

2017（平29）年度

地　財　計　画

８６．６兆円

▲３．４
▲２．９ ▲１．４

＋６．５

＋５．８ ▲３．４ ▲０．２
▲０．５

▲２．３

▲２．８

３．８兆円
６．９兆円

５．１兆円
４．９兆円 ４．６兆円

３．３兆円

１．７兆円

＋０．８
▲２．６
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42

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

不交付団体数 地方税収等

地方税収・地方交付税交付金等（一般会計ベース）の推移

14.9 
15.6 

16.6 
17.5 

16.8 16.6 16.4 16.1 
15.5 15.3 15.6 

12

14

16

18

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

（兆円）

（兆円）

※地方税収等は、地方税収及び地方譲与税収。平成27年度までは決算額。
平成28年度は決算見込み、平成29年度は地方財政計画額（東日本大震災分含む） 。
いずれも超過課税分、法定外税等を除く。

（団体）
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0

○ 不交付団体数、地方税収等

○ 地方交付税交付金等

0 0
（年度）

（年度）



13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

地方債
年度発行額

（億円）
119,107 126,493 150,718 141,448 122,619 108,174 96,529 96,055 118,329 134,939 114,772 111,654 111,517 105,570 95,009 88,607 91,907

臨財債
年度発行額

（億円）
14,488 32,261 58,696 41,905 32,231 29,072 26,300 28,332 51,486 77,069 61,593 61,333 62,132 55,952 45,250 37,880 40,452

地方債
年度発行額（兆円）

地方債・臨財債の年度発行額（地方財政計画ベース）

11.9 
12.6 

15.1 
14.1 

12.3 

10.8 

9.7  9.6 

11.8 

13.5 

11.5  11.2 
11.2 

10.6 

9.5  8.9  9.2 

1.4 

3.2 

5.9 

4.2 

3.2  2.9  2.6  2.8 

5.1 

7.7 

6.2  6.1  6.2 

5.6 
4.5 

3.8 

4.0 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

地方債発行額 臨財債発行額

44



▲ 3.0%

▲ 3.5%
▲ 3.3%

▲ 2.4% ▲ 2.0%

▲ 1.3%

▲ 1.1%
▲ 0.8%

▲ 0.4%
▲ 0.1%

0.2%

▲ 3.6%
▲ 3.8%▲ 3.8%

▲ 2.9%
▲ 2.6%

▲ 2.2%
▲ 2.1%▲ 1.9%▲ 1.8%

▲ 1.6%
▲ 1.3%

0.6%

0.3% 0.4% 0.5% 0.6%
0.9% 1.0%

1.2% 1.3% 1.5% 1.5%

▲ 5.0%

▲ 4.0%

▲ 3.0%

▲ 2.0%

▲ 1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

国・地方PB
国PB
地方PB

（対GDP比）
＜①経済再生ケース＞

+5.5兆円

▲8.2兆円

▲13.6兆円

○ 経済シナリオ
①「経済再生ケース」 ：デフレ脱却・経済再生に向けた経済財政政策の効果が着実に発現（2019-25年度平均：名目3.8％、実質2.2％）
②「ベースラインケース」 ：経済が足元の潜在成長率並みで将来にわたって推移（2019-25年度平均：名目1.4％、実質0.7％）

内閣府「中長期の経済財政に関する試算」における主要な想定

＜②ベースラインケース＞

▲ 3.0%

▲ 3.5%
▲ 3.3%

▲ 2.4%
▲ 2.1%

▲ 1.8% ▲ 1.9%
▲ 2.0%▲ 2.1%

▲ 2.2%▲ 2.3%

▲ 3.6%
▲ 3.8%▲ 3.8%

▲ 2.9%
▲ 2.6%

▲ 2.4%▲ 2.5%▲ 2.5%▲ 2.6%▲ 2.6%▲ 2.6%

0.6%

0.3% 0.4% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.3%

▲ 5.0%

▲ 4.0%

▲ 3.0%

▲ 2.0%

▲ 1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

国・地方PB
国PB
地方PB

（対GDP比）

+3.4兆円

▲10.7兆円
▲14.1兆円
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国・地方PBの将来試算
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地方財政計画の役割

地方交付税法（昭和25年法律第211号）

（歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務）
第七条 内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見

込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければなら
ない。

一 地方団体の歳入総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
イ 各税目ごとの課税標準額、税率、調定見込額及び徴収見込額
ロ 使用料及び手数料
ハ 起債額
ニ 国庫支出金
ホ 雑収入

二 地方団体の歳出総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
イ 歳出の種類ごとの総額及び前年度に対する増減額
ロ 国庫支出金に基く経費の総額
ハ 地方債の利子及び元金償還金

【地方財政計画の役割】（総務省ＨＰより）

① 地方団体が標準的な行政水準を確保できるよう地方財源を保障

② 国家財政・国民経済等との整合性の確保

③ 地方団体の毎年度の財政運営の指針
46



92.6
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94.5 94.6

70.0
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85.0

90.0

95.0

100.0

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

地方歳出総額（決算ベース）

地方の歳出総額（決算ベース）の推移

（兆円）

○ 地方財政計画における歳出額は、ほぼ横ばいで推移しているが、決算ベースでみると、地方税収等の上振れ
や基金の取崩し歳出の影響等もあり上昇傾向。その基調は継続すると考えられる（29年度地方税収等計画額：
対前年度＋0.5兆円）。

※ 地方歳出総額は通常収支分である。 47

0.0



○ ミクロベースでは、地方税収等の上振れ分は後年度に配分される交付税額を減額して精算されている。【図
①】

○ 現にミクロベースで交付税額の減額という精算が行われているのであれば、マクロベース（地方財政計画）に
も反映させ、赤字国債の縮減につなげるべきではないか。

地方税収等の計上の適正化

基準財政収入額の精算

基準
財政
需要

基準
財政
収入

交付税

基準
財政
収入

（個別自治体ごとのミクロベース）

交付税

地方税収の上振れ分
を後年度の基準財政
収入に加算

精算に伴う調整

基準
財政
需要

基準
財政
収入

基準財政需要=単位費用×測定単位
×補正係数×調整率（額）

☑単位費用のかさ上げ
☑調整率（額）の変更 等

（総体としての地方）

税収 税収

【図①】 【図②】

交付税

※ なお、現状では、ミクロベースで各自治体への交付税額が減額精算される一方、マクロベースには反映していないため、 当該「余剰」分は、基準財

政需要の単位費用の嵩上げや調整率（額）の変更等を通じ、各自治体に薄まきされる形で配分される結果となっている（地方財政計画に計上した交

付税の全額が毎年度配分されている）。【図②】 48



その他, 4.1

総務費, 2.8

教育費, 3.4
消防費, 0.8
警察費, 0.3

土木費, 1.2

商工費, 4.8
農林水産業費, 0.6

労働費, 0.2
衛生費, 2.9

民生費, 6.8

≪計画（平成29年度）（単位：兆円） ≫ ≪決算（平成27年度）（単位：兆円）≫

※平成27年度決算額は、総務省公表の「一般行政経費の状況」から作成。
（単独合計から備品購入費、地方債発行手数料、公営企業繰出金、積立金、

前年度繰上充用金、人件費、その他を除いている。）

【都道府県・市町村単純合計：27.9】

一行単独の計画額と比較することができない

「枠」計上項目の実績把握・検証・適正化（一般行政経費（単独事業））

○ 地方財政計画の歳出の中で、「一般行政経費（単独事業）」については、約14兆円もの規模がありながら、その大宗（11.7兆

円、全体の83.4％）は、内訳や積算が明らかでなく、いわゆる「枠計上」となっている。

○ また、地方歳出決算は、一般行政経費（単独事業）の内訳が公表されるものの、地方の純計額が明らかにされておらず、都

道府県と市町村の単純合計額が計画額と大きく乖離している。

○ このため、一般行政経費（単独事業）については、標準的な財政需要とは考えられないような経費が含まれている可能性も

あるが、検証できない状況。

【うち一般行政経費(単独事業)】

その他：11.7(83.4%)

貸付金：2.0(13.6%)

【14.0(100.0%)】

給与関係費

一般行政経費（単独）

公債費

その他

歳出

20.3兆円

投資的経費（補助等）

まち・ひと・しごと創生事業費

一般行政経費（補助等）
21.3兆円

14.0兆円

1.0兆円

5.7兆円

12.6兆円

5.6兆円

86.6兆円

投資的経費（単独）
5.6兆円

歳出特別枠 0.2兆円

重点課題対応分 0.3兆円

追加財政需要：0.4(3.0%)

（議会費、公債費、諸支出金等）

全体の８３．４％
が内訳・積算が
明らかでない

49



1.0

1.5
1.3

1.1 1.0

0.6
0.2

0.9

1.4 1.5 1.5 1.5

1.2
0.85 0.45

0.20

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

地域の
元気創造
事業費

0.6

歳入 歳入 歳入 歳入歳出 歳出 歳出 歳出

別枠
加算 別枠

加算 別枠
加算

別枠
加算

別枠
加算

歳出
特別枠

歳出
特別枠

歳出
特別枠

歳出
特別枠

歳出
特別枠

歳出
特別枠

地域の
元気創造
事業費

人口減等
特別対策
事業費

人口減等
特別対策
事業費

歳入 歳出 歳入 歳出

人口減等
特別対策
事業費

40.2 39.5

35.3 35.7 35.7
36.1

37.2
39.0

41.0 40.9
41.7

35

37

39

41
（兆円）

（注）地方税収はＨ27までは決算、Ｈ28は決算見込み、Ｈ29は計画（東日本大震災分含む）。いずれも超過課税分、法定外税等を除く。

地方税収（地方譲与税含む）

0.35 0.4別枠
加算 歳出

特別枠

歳入 歳出 歳入 歳入歳出 歳出

別枠
加算

別枠加算・歳出特別枠の推移

0.6

地域の
元気創造
事業費

0.4

歳出
特別枠

歳出特別枠の廃止・純減（平時モードへの切り替え）

○ リーマン・ショック後の臨時異例の危機対応として、地方財政計画の歳入面では「別枠加算」、歳出面では「歳出特別

枠」が措置され、「歳出特別枠」は今も継続している。しかしながら、その後に経済状況は回復し、地方税収は過去最

高となっている状況。

○ 「歳出特別枠」は、「地域経済基盤強化・雇用等対策費」として、各地の「人口」を指標に配分されているが、実際にど

のような事業に使われているのかを含め、実績等は不明。リーマンショック後、雇用対策等のために設けられた臨時

異例の危機対応措置であることを踏まえると、平時モードへの切替えの中で、廃止・縮減していく必要。

0.6

地域の
元気創造
事業費

0.4
歳出
特別枠

0.25

重点課題
対応分0.25

重点課題
対応分

まち・ひと・しごと創生事業費
１兆円
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過去10年間の追加財政需要の計上額と使用額
（単位：億円）

（年度） H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

地方財政計画
計上額

5,700 5,700 5,700 5,700 4,700 4,700 4,700 4,200 4,200 4,200 4,200

使用額 1,538 765 1,883 1,671 1,520 907 929 3,379 2,968 3,040 -

平均使用額1,860億円程度

追加財政需要に係る計上の適正化

○ 一般行政経費（単独事業）には、年度途中の追加財政需要への対応として4,200億円（29年度）を計上。一方、過去

10年間の使用実績は、平均1,860億円程度。

○ また、地方財政計画に計上する追加財政需要については、国の予備費と異なり決算で精算しておらず、使途が不分

明なまま地方に渡しきりとなっている状況。

○ 追加財政需要の計上額について、使用実績を踏まえた適正化を図るよう検討する必要。
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使用料・手数料等の適正化（特定財源との扱い）

○ 使用料・手数料（H29年度：1.6兆円）と雑収入（ H29年度：4.2兆円）は、地方財政計画上は「特定財源」とされている
ものの、収入の内訳が不明な項目があるほか、特定の歳出に充てられているかも不明（特に雑収入）。

○ 「特定財源」と整理しながら、実質は一般財源とほぼ同様に支出されている部分が存在するのであれば、計上を適
正化すべき（「一般財源総額」（H29年度：62.1兆円）の中に組み入れるべき）。

○ なお、使用料・手数料の歳入額は、H27年度地方財政計画：1.6兆円のところ、H27年度決算：2.0兆円（計画＋0.4
兆円）と、決算で上振れが生じている状況。

≪雑収入≫ 平成２７年度 決算額
平成27年度

地方財政計画額

雑収入 72,151 40,689

（貸付金回収元金除き） 22,604 21,711

（単位：億円）

（単位：億円）

≪使用料・手数料≫
平成２7年度 決算額 平成27年度

地方財政計画額都道府県 市町村 純計額

使用料 5,943 8,112 14,056

授業料 1,748 327 2,076

高等学校 1,672 104 1,777

幼稚園 0 169 169

その他 76 54 130

公営住宅使用料 2,390 3,198 5,589

発電水利使用料 332 0 332

その他 1,472 4,587 6,059

手数料 2,012 3,763 5,775

法令に基づくもの 510 277 786

条例に基づくもの 1,502 3,487 4,989

合計 7,955 11,876 19,830 16,044

16,044

※ 雑収入の内訳 ： 貸付金回収元金、分担金・負担金、財産運用収入、財産売払収入、

延滞料・加算料・過料、預金利子、貸付金利子、収益事業収入、その他 52



地方公務員の退職手当の適正化について

○ 退職一時金と企業年金(使用者拠出分)を合わせた退職給付額での官民比較

民間 24,596千円 公務 25,377千円（781千円（3.08％）公務が上回る）

＜同職種の者について、退職事由及び勤続年数を合わせて比較＞

○ 官民均衡の観点から、上記の比較結果に基づき、退職給付水準について

見直しを行うことが適切

民間の退職金及び企業年金の実態調査の結果並びに国家公務員の退職給付に係る本院の見解(平成29年4月19日)（抜粋）

・ 勤続20年以上の事務・技術関係職種の常勤従業員（公務は行政職俸給表(一)適用者）で定
年又は会社都合（公務は応募認定）で退職した者（大学卒（大学院修了を含む）及び高校卒）
を対象

・ 退職事由別（定年・会社都合（公務は応募認定））、勤続年数別のラスパイレス比較（民間の
一人当たり平均の退職給付額を算出する上で、退職事由別、勤続年数別の公務の人員数ウ
エイトを使用）

・ 官民それぞれの使用者拠出による退職給付額を比較
・ 官民とも年金分については、退職時点に一時金として支給するとした場合の現価に換算

○ 国家公務員の退職手当については、人事院による退職給付に係る官民比較調査の結果及び見解（平成29年４月）

において、公務が民間を上回り、「国家公務員の退職給付水準について見直しを行うことが適切である」とされたところ。

○ 今後、これに基づき、国家公務員の退職手当について支給水準の引下げが行われる場合には、地方公務員の退職

手当についても、厳しい財政状況及び各地方公共団体の給与事情等を十分検討した上で、地域における国家公務員

又は民間の退職給付水準を上回っている地方公共団体にあっては、その適正化を図るため必要な措置を講ずるととも

に、地方財政計画の見直しも行うべきではないか。
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防 衛

資料３

平成２９年１０月３１日
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１．我が国を取り巻く安全保障環境等

２．防衛関係費の概要

３．防衛関係費の個別課題（調達改革）
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１．我が国を取り巻く安全保障環境等

3



沖ノ鳥島

尖閣諸島

グアム

竹島問題

【東シナ海】
中国による
・力を背景とした現状変更の試み
・不測の事態を招きかねない危険な
行為

【朝鮮半島】
緊張の高まり

●金正恩体制の構築

●核実験・弾道ミサイル発射

６回目の核実験（17年9月3日）

度重なる弾道ミサイルの発射等

北朝鮮

●軍事力の強化

空母「遼寧」就役、国産空母進水、

ステルス戦闘機の開発等

●我が国周辺海空域における活動の活発化

中国公船による尖閣諸島周辺の我が国領海への侵入等

●南シナ海における活動の活発化

大規模かつ急速な埋め立て、滑走路や港湾施設の整備

中国

●北方領土における地上軍部隊の

駐留等

●極東におけるロシア軍の活動の

活発化

我が国周辺では航空機や艦艇の活動が
活発であり、大規模な演習も実施

ロシア

●厳しい財政状況

●トランプ新政権の発足

油ガス田
開発

米国

我が国のシーレーン

【南シナ海】
・中国と周辺国の摩擦表面化
・中国による力を背景とした現状変更の試み
※中国による南シナ海における急速かつ大規模な埋
立て、インフラ整備等

○依然として領土問題や統一問題をはじめとする不透明・不確実な要素が残る

○領土や主権、経済権益などをめぐる、いわゆるグレーゾーンの事態が増加する傾向

○周辺国による軍事力の近代化・強化や軍事活動などの活発化の傾向がより顕著

我が国を取り巻く安全保障環境 防衛省作成資料
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（注）各国予算書、国防白書などで公表されている数値を元に２０１２年（暦年）を１とし、翌年以降の各年の国防費との比率を単純計算して算出。

ロシア1.74倍

中国1.47倍

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2012 2013 2014 2015 2016

日本 米国

英国 ドイツ

フランス ロシア

中国 韓国

米国0.89倍

韓国1.18倍

日本 1.05倍
フランス1.04倍
ドイツ 1.03倍
英国 1.02倍

（倍）

最近における主要国の国防費の変化
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主要国国防費の比較

5.3 

3.3 
2.7 

2.3 
1.9  1.9 

1.5 
1.2  1.0 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

ロシア 米国 韓国 フランス 中国 英国 イタリア ドイツ 日本

対GDP比（2016）

（単位：％）

（出典）対GDP比は、ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）から取得。
対税収比は、OECD加盟国の税収（国・地方合計）はOECD「Revenue Statistics」から取得、国防費はOECD「National Accounts」から取得。

（注） 対税収比については、中国、ロシアがOECD加盟国ではないため、同条件の対比ができず、記載していない。

17.9 

13.9 

8.3 
6.0 

4.9  4.5  3.9 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

米国 韓国 英国 フランス 日本 ドイツ イタリア

対税収比（2014）

（単位：％）
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２．防衛関係費の概要
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３０年度予算編成に向けた基本的考え方

○ 安全保障環境が一層厳しくなる中で、周辺海空域における安全確保、島嶼部に対する攻撃や弾道ミサ
イル攻撃への対応等、各種事態における実効的な抑止及び対処を実現するため、これまでも予算の重点
化を図ってきたところ。

○ 防衛関係費については、30年度においても、「中期防衛力整備計画」等に沿って、南西地域の防衛態
勢の強化や弾道ミサイル攻撃への対応等について重点化を図りつつ、調達改革等を通じた効率化・合理
化を通じて、メリハリある予算としていく必要。

≪29年度予算の主要事業例≫

 滞空型無人機（RQ-4Bグローバルホー
ク）の取得

広域における常続監視能力の強化のため、滞空
型無人機（RQ-4Bグローバルホーク）１機分の機
体組立て経費等を計上。

29年度予算
168億円

 潜水艦の建造

潜水艦を16隻体制から22隻体制へ増勢し、我が
国周辺の海域における情報収集・警戒監視を有効
に実施するため、探知能力等が向上した新型潜水
艦（3,000トン）を建造。

29年度予算
728億円

周辺海空域における安全確保 島嶼部に対する攻撃への対応 弾道ミサイル攻撃への対応

 16式機動戦闘車の取得

機動運用を基本とする作戦基本部隊（機動師
団・機動旅団）等に航空機等での輸送に適した
16式機動戦闘車を整備し、作戦基本部隊の機動
展開能力を強化。

29年度予算
233億円
(33両)

 03式中距離地対空誘導弾（改）の取得

低空目標や高速目標への対処能力を向上させ
た03式中距離地対空誘導弾（改）を29年度より
新たに取得。

29年度予算
174億円

 イージス・システム搭載護衛艦の能力

向上

平成24年度に着手した「あたご」型護衛艦
（あしがら）のBMD艦化改修を引き続き実施。

29年度予算
58億円

 BMD用能力向上型迎撃ミサイル（SM-3

ブロックⅡA）の取得

イージス・システム搭載護衛艦に搭載するBMD
用能力向上型迎撃ミサイル（SM-3ブロックⅡA）
を取得。

29年度予算
147億円

※初度費を含まない。
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46,453

46,804
47,838

48,221 48,607
48,996 

50,219 

685 734

1,010
1,472

1,794
2,039 

2,039 

‐1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

35,000

37,000

39,000

41,000

43,000

45,000

47,000

49,000

51,000

53,000

55,000

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30要求

SACO・米軍再編経費等除く防衛関係費（中期防対象経費）（―は対前年度伸率）

SACO・米軍再編経費

政府専用機

（億円）

○ 平成25年度以降、防衛関係費は増加。「中期防衛力整備計画」では、平成26年度から平成30年度ま
で平均実質0.8％の伸率による所要経費の総額（23兆9,700億円）の枠内とすることを規定。

○ 厳しい財政状況の中、SACO・米軍再編経費を含め、防衛関係費をメリハリある予算としていく必要。

（▲0.4%）

（0.8%）

（2.2%）

（0.8%） (0.8%）

51,251

47,138
47,538

49,801

48,848

50,541

防衛関係費の推移

注1:SACO(Special Action Committee on Okinawa)は、平成7年11月に設置された、在日米軍に係る土地・施設の返還、訓練・運用改善による沖縄県の負担軽減等についての日米協議に係る特別委員会の呼称。
注2:米軍再編は、平成18年5月に日米安全保障協議委員会で承認された「再編の実施のためのロードマップ」に基づいて実施する、在日米軍の日本国内外の再編等に係る事業。

(0.8%）

26中期防衛力整備計画期間

Ⅵ 所要経費
１ この計画の実施に必要な防衛力整備の水準に係る金
額は、平成２５年度価格でおおむね２４兆６，７００
億円程度を目途とする。

２ 本計画期間中、国の他の諸施策との調和を図りつつ、
調達改革等を通じ、一層の効率化・合理化を徹底した
防衛力整備に努め、おおむね７，０００億円程度の実
質的な財源の確保を図り、本計画の下で実施される各
年度の予算の編成に伴う防衛関係費は、おおむね２３
兆９，７００億円程度の枠内とする。

「中期防衛力整備計画」（抄）
（平成25年12月17日閣議決定）

52,551

○ 国の一般歳出については、安倍内閣のこれまでの取
組を基調として、社会保障の高齢化による増加分を除
き、人口減少や賃金・物価動向等を踏まえつつ、増加
を前提とせず歳出改革に取り組む。
※ 国の一般歳出の水準の目安については、安倍内閣のこれまでの
３年間の取組では、一般歳出の総額の実質的な増加が１.６兆円程
度となっていること、経済・物価動向等を踏まえ、その基調を2018
年度（平成30年度）まで継続させていくこととする。

○ 防衛力の整備については、「中期防衛力整備計画」
に基づき、効率的に整備する。その際、ライフサイク
ルを通じたプロジェクト管理の強化等の調達改革を進
め、費用対効果の向上を図る。

「経済・財政再生計画」（抄）
（平成27年６月30日閣議決定）
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防衛関係費の構造

○ 防衛関係費は、義務的経費である①人件・糧食費と②歳出化経費（過去の装備品等の調達の後年度負
担）が、その８割を占めており、硬直的な構造になっている。

○ 特に、新規の後年度負担（国庫債務負担行為等）は、翌年度以降の歳出化経費として予算の硬直化の
要因となるため、その水準はできる限り抑制していく必要がある。

①人件・糧食費：
隊員の給与、退職金、営内での食事など

②歳出化経費 ：
前年度以前の契約に基づき、当年度に支払
われる経費（戦車、護衛艦、戦闘機など）

③一般物件費 ：
装備品の修理・油購入等の活動費、基地周
辺対策費、在日米軍駐留経費負担など
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（）は対前年比

17,984 
18,330 

17,461 
17,002 

17,303 

18,476 

17,299 

21,733 

25,623

22,875

21,299

24,552

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

27,000

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

新規後年度負担額の推移

（注１）各年度の新規後年度負担額は一般会計当初予算計上額を記載。なお、東日本復興特別会計については、24年度計上額は59億円、
25年度計上額は376億円、26年度計上額は80億円。

（注２）〔 〕についてはSACO・米軍再編等を除く。

（注３）特定防衛調達分は、27年度分は固定翼哨戒機Ｐ－１、28年度分は哨戒ヘリコプター（ＳＨ－60Ｋ）等、29年度分は輸送ヘリコプター
（ＣＨ－47ＪＡ）等、30年度はＦ110エンジン（（戦闘機Ｆ－２）用）維持部品のＰＢＬを含む。

（6.8％）
（0.2％）

（1.9％）

（▲4.7％）
（▲2.6％）

（1.8％）
（▲6.4％）

（25.6％）

（▲10.7％）

（▲6.9％）

（8.2％）
17,895（0.0％）

17,711

（1.5％）
17,972

（▲5.5％）
16,990 （▲2.2％）

16,623

（▲0.5％）
16,540 （▲7.7％）

16,517

（17.8％）
19,465

（18.2％）
22,998

（▲9.6％）
20,800

（▲5.3％）
19,700

特定防衛調達（長期契約）分 （15.3％）

（16.2％）
22,895（17.9％）

（要求）

○ 新規後年度負担は、「中期防衛力整備計画」等を踏まえ、26、27年度で増加したが、28、29年度で
は将来の予算の硬直化等をまねくことのないよう抑制したところであり、30年度も減額を図る必要。

○ 「長期契約法」（平成27年4月22日成立）に基づく装備品の調達も新規後年度負担の増加の一因。
長期契約に基づく装備品等のまとめ買いは、調達コストの低下に資する一方、ある年度の歳出化経費
の急増を招きかねない。後年度の歳出化のタイミングを踏まえつつ、計画的な予算の編成を図る必要。

11



（注）長期契約とは、財政法上５箇年度が上限である国庫債務負担行為について、「特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年
限に関する特別措置法」（平成27年４月成立）により、５箇年度を超える長期契約が可能となったことで、自衛隊の装備品等の調達及び整
備をより安定的かつ効率的に実施できるもの。

○ 「中期防衛力整備計画」では、調達改革等を通じ、おおむね7,000億円程度の実質的な財源を確保す
ることとされており、調達改革は極めて重要な課題。

○ 調達改革については、厳しい財政状況の下、効率的かつ実効的な防衛力整備を行うために不可欠であ
り、平成27年10月に設立された防衛装備庁に課せられた重要なミッション。

調達改革について

施策の例 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度
３０年度

(要求ベース)

長期契約を活用した装備品等
及び役務の調達

－ 417億円 148億円 110億円 50億円

維持・整備方法の見直し
（ロジスティクスの改革）

81億円 336億円 432億円 540億円 686億円

民生品の使用・仕様の見直し 250億円 423億円 455億円 582億円 169億円

装備品のまとめ買い 331億円 350億円 465億円 467億円 378億円

原価の精査等 - - - 345億円 -

単年度計 660億円 1,530億円 1,500億円 2,040億円 1,280億円

累計 660億円 2,190億円 3,690億円 5,730億円 7,010億円

12



○ 予算編成プロセスにおいて、機体価格や関連経費の精査等の取組を通じ、例えば以下の主要装備品を
はじめ価格の抑制を実現。今後も装備品の効率的な調達に向けて取組を進めていく必要。

２９年度予算編成時における価格低減の取組み例

価格低減の結果 内訳 イメージ

潜水艦
29年度概算要求 836億円

29年度予算 799億円
（37億円の削減）

・加工工数、材料費の精査等によ
る船体価格の削減 ▲33億円

・新装備品の試験治具等の見直し
▲4億円

輸送機（C-2）
29年度概算要求 685億円

29年度予算 570億円
（115億円の削減）

・機体価格▲47億円
（機体単価▲15.5億円×3機）

・エンジンの要求見送り▲67億円
（既取得分の活用）等

戦闘機（F-35A）
29年度概算要求 1,369億円

29年度予算 1,190億円
(179億円の削減)

・機体価格▲66億円
（機体単価▲11億円×6機）

・関連経費▲114億円
（技術支援費の見直し等）

海自

空自

空自

※概算要求額、予算額については、初度費、関連経費を含む。

※計数は四捨五入によっているため、合計額と一致しない場合がある。 13



３．防衛関係費の個別課題（調達改革）
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川崎重工 ４２．０％

三菱重工 １３．０％

その他の会社 ２３．７％

防衛装備品の製造原価について

≪輸送機（Ｃ－２）、哨戒機（Ｐ－１）の製造割合（金額ベース）≫

輸 送 機（Ｃ－２） 哨 戒 機（Ｐ－１）
※３０年度概算要求額ベース ※２７年度契約額ベース

川崎重工 ４０．１％

三菱重工 ７．１％
ＳＵＢＡＲＵ １８．８％

日本飛行機 ６．２％

その他の会社 ２７．８％

日本飛行機 ０．９％

１７７億円
（機体本体(※1)）

１０４億円
（機体本体(※2)）

※2 エンジン（官給）、搭載品（官給）及び初度部品の額（８３億円）を除く※1 エンジン（官給）、初度部品の額（６７億円）を除く

○ 多くの防衛装備品は、製造原価にＧＣＩＰ率（※）を乗じ、取得価格を算出。ＧＣＩＰ率が一定の場

合でも、製造原価が上昇すれば自動的に利益額が上昇し、構造上、企業のコスト削減努力が働きにく

いため、原価の監査の徹底などにより製造原価の抑制を図る必要。

○ また、装備品の量産段階において、生産を複数の大手企業が分担しているケースがある。この際、

主契約企業は、製造分担企業のコスト・ＧＣＩＰも含めた総原価に主契約企業のＧＣＩＰ率を乗じる

（いわゆる「ダブルＧＣＩＰ」）ため、高コスト構造になっている。

○ なお、装備品製造の初期段階で発生する初度費（設計費、専用治工具費等）については、防衛省が
設置した経費率研究会において、本年６月に経費項目の内製的・外製的の区分により、ＧＣＩＰ率の
計上の有無が整理されたところ。

※ＧＣＩＰ率：一般管理及び販売費（General Cost）率、利子（Interest）率、利益（Profit）率

ＳＵＢＡＲＵ ２０．５％

15



区 分 企 業 名 製造部位 凡 例

主 契 約 川崎重工 前胴、水平尾翼、最終組立

機体製造
協力会社

三菱重工 後胴

ＳＵＢＡＲＵ 主翼、垂直尾翼

日本飛行機 翼胴フェアリング、バルジ

前胴
(川崎重工)

後胴
(三菱重工)

翼胴フェアリング
(日本飛行機)

バルジ
(日本飛行機)

水平尾翼
(川崎重工)

防衛産業間の取引に由来する高コスト構造（イメージ）

（例）Ｃ-２輸送機の製造分担図 価格内訳（イメージ）

最終的には、製造分担企業のコスト・ＧＣＩＰも含めた総原価
に主契約企業のＧＣＩＰを乗じるため、高コスト構造に

垂直尾翼
(ＳＵＢＡＲＵ)

主翼
(ＳＵＢＡＲＵ)

材料費

三菱重工 ＳＵＢＡＲＵ 日本飛行機

加工費 加工費

材料費

加工費

材料費

ＧＣＩＰ
十数%

ＧＣＩＰ
十数%

ＧＣＩＰ
十数%

加工費（川崎重工 最終組立）

ＧＣＩＰ 十数％ （川崎重工）

製造分担企業に係るコスト

主契約企業の最終コスト

16



期間費用

期間工数
加工費率＝

一般管理及び販売費

売上原価
ＧＣ率 ＝

標準利益率

× 事業特性調整係数

× 契約履行難易度調整係数

利益率＝

経営資本 × 標準金利

期間総原価

利子率＝

※ 標準利益率は、統計資料により製造業企業が得られる利益を平
均したもの。
事業特性調整係数は、装備品製造のために大型の設備保有が必

要な場合、資産が膨らみ資本回転率が悪くなる傾向がある。その
ため、防衛産業の特性を利益率に反映。
契約履行難易度調整係数は、契約履行上の難易度を考慮するも

の。

※ 期間費用は、年間の加工に関係する
人件費や間接的な経費の総額であり、
期間工数は、対応する期間の総作業時
間のこと。

※ 経営資本は、総資産のうち経営目的に
直接関係するもの。
標準金利は、統計資料による短期、長

期、社債等に係る金利を平均したもの
（製造業企業の標準的な資金調達手段な
どを考慮）。

※ 一般管理及び販売費は、年間の本
社の経費（人件費、販売活動にかか
る費用）のこと。

（参考）原価計算方式の計算構成について

➣ 原価計算方式は、市場価格がない場合に（原則は市場価格方式）、構成要素ごとに積み上げた製造原価に利益等を付加して
計算価格を算出する方式のこと。

直接材料費

直接経費

加工費
（工数×加工費率）

製造原価
直接労務費

製造間接費

総原価

利益（P）
（総原価×利益率）

利子（I）
（総原価×利子率）

梱包輸送費等

計算価格

（計算価格の範囲内で予
定価格を設定）

防衛省作成資料

（Ｉ）

（Ｐ）

販売直接費、技術提携費

一般管理及び販売費（GC）

（製造原価×ＧＣ率）
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○ ＦＭＳ調達の概要

ＦＭＳ（Foreign Military Sales）は、米国政府が武器輸出管理法に基づき、武器輸出適格国に対

し、装備品等及び役務を有償で提供するもの。

○ ＦＭＳ調達の特性

ＦＭＳは、米国の対外援助の一部として米国政府がその条件を定め、購入国はこの条件を受諾する

ことによりはじめて必要な援助を受けられるもの。

このため、契約自由の原則に基づく一般の国内契約とは異なり、主に次のような特性を有する。

① 価格は米国政府の見積り

② 納期は出荷予定時期であり目標

③ 支払いは前払いが原則（納入／給付終了後、米側が精算し過不足を調整）

○ ＦＭＳ調達の手続き

ＦＭＳ調達について

日
本
（
防
衛
省
）

米
国
（
企
業
）

② 調達契約① ＬＯＡ（引合受諾書）※

③ 支払い（前払い）

米
国
（
政
府
）

④ 装備品等の納入

※ ＬＯＡ（Letter of Offer and Acceptance）：ＦＭＳの下での取引ごとに防衛省と米国政府との間で署名される文書 18



機体単価
約107億
（ａ）

機体単価
約147億円

Ｆ-３５Ａの調達と国内企業参画

米国調達分 日本調達分

初度費
約39億円（ｃ)

日本
（防衛省）

米国
（政府）

国内企業
（下請け）

米国企業
（元請け）

設備投資
（初度費）の
全額負担

航空機
製造契約

ＬＯＡ

下請負契約

＜ＦＭＳ調達と国内企業参画のイメージ＞

＜Ｆ－３５Ａの機体単価（日米比較）＞

計186億円
（＋79億円）

うち、機体単価差
約40億円（ｂ)

○ ＦＭＳによる調達の場合、米国政府との調整・折衝により、単価内訳の透明化及びコスト低減の取
組みを強化する必要がある。

○ 特に、Ｆ－３５Ａの調達については、国内企業が製造に参画していることにより価格上昇が発生し
ており、今後の調達を検討する際には、国内企業参画のあり方を検討すべき。

19

調達の経緯

○ Ｆ－３５Ａは平成２４年度に米国との有償軍事援助（ＦＭＳ）で４機を調達。平成２５
年度以降、国内企業が下請けとして部品製造及び機体組立を行うことを予定。

日米のＦ－３５Ａの機体単価比較

○ 平成２９年２月の米国防総省とロッキード・マーチン社の発表では、米国調達分を含む
最新の機体単価は、９，４６０万ドル（約１０７億円）（ａ）となる旨が示された。

○ 一方、日本調達分については、国内企業が製造に参画していることにより、国内企業維
持費等が加算され、機体単価は約１４７億円（平成２９年度予算） 。米国調達分とは一
機あたり４０億円の差（ｂ）。

○ 上記とは別に、国内企業参画に係る初度費として、これまでに合計１，４６７億円を予
算措置（３８機の調達を予定）。一機あたりでは３９億円のコスト増（ｃ）。

会計検査院による指摘（平成２９年９月）

○ 平成２４年度にＦＭＳで調達したＦ－３５Ａについては、価格上昇要因を定量的に把握

できていないこと、納品完了後の余剰金の返済について詳細が定められていないことか

ら、米国政府との調整が求められている。

○ 平成２５年度に調達した２機については、国内企業の製造部品が搭載されていなかった

ことが判明（平成２６年度に調達した４機も同様の可能性）。



（参考）平成２８年１０月の財政制度等審議会財政制度分科会の指摘

○ 平成28年10月の財政制度審議会財政制度分科会では、以下の８項目を指摘。

① 装備品の取得方法の効率化・最適化

装備品調達に際し、取得方法（国内開発、国際共同開発、ライセンス国産、輸入）を比較し、効率的な取得方法を選択すべき。

② 装備品のライフサイクルを通じたプロジェクト管理の強化

プロジェクト管理の対象装備品の拡大、ライフサイクルコストの精緻化、価格上昇等のリスクが顕在化した場合のプロジェクトの見

直しの仕組みを構築すべき。

③ 国内産業の組織再編・連携

非競争・非効率的な調達が組織再編を阻害することのないよう、機会の平等や調達の効率化を徹底すべき。

④ 原価の監査の徹底

原価の監査の徹底やコストデータベース管理などにより製造原価を抑制すべき。

⑤ ＧＣＩＰ率の在り方

ＧＣＩＰ率の在り方について、経営効率化を促す仕組みにするべき。

⑥ 契約時における価格上昇リスクの抑制

企業からの提案や説明内容については予算編成過程においても十分に検討し、価格上昇等のリスクを防衛省（国）が一方的に追うこ

とのないよう、国と企業の間でのリスク分担が必要。

⑦ 「防衛装備移転三原則」（平成26年４月）を踏まえた装備品等の海外移転

装備品の海外移転の実現に向けて、装備品の一層のコストダウンとともに、政府と企業が一丸となる取組みが必要。

⑧ 研究開発に係る知的財産権の活用

装備品を構成する知的財産の権利化に関し、オープン化・秘匿化等の適切なオプションの選択や、知的財産権の適切な活用の検討が

必要。 20



防 衛
（参考資料）

参考資料

平成２９年１０月３１日
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１．３０年度防衛関係費（概算要求）

２．弾道ミサイル防衛関係

３．戦略・大綱・中期防について

2



１．３０年度防衛関係費（概算要求）

3



１．[ ]は対前年度伸率（％）である。
２．歳出予算について、上段はＳＡＣＯ関係経費、米軍再編関係経費のうち地元負担軽減分及び新たな政府専用機導入に伴う経費を
除いたもの、下段（ ）内は含んだものである。

３．平成３０年度の為替レートは、１ドル＝１１０円である。

（単位：億円）

平 成 ２ ９ 年 度

予 算 額

平 成 ３ ０ 年 度

概 算 要 求 額
対前年度増△減額 対前年度増△減額

歳出予算
４８，９９６
（５１，２５１）

３８９[０．８]
（７１０[１．４]）

５０，２１９
（５２，５５１）

１，２２３[２．５]
（１，３００[２．５]）

人件・糧食費 ２１，６６２ １９０[０．９] ２１，７６３ １０１[０．５]

物件費 ２７，３３４ １９９[０．７] ２８，４５６ １，１２３[４．１]

歳出化経費 １７，３６４ １７７[１．０] １７，９５７ ５９４[３．４]

一般物件費
（活動経費）

９，９７０ ２２[０．２] １０，４９９ ５２９[５．３]

新規後年度負担 １９，７００ △１，１００[△５．３] ２２，８９５ ３，１９５[１６．２]

（説明）

３０年度防衛関係費（概算要求）について

4



○ 周辺海空域における安全確保

□ 次期警戒管制レーダ装置（ＭＩＭＯ）の開発（１９６億円）

□ 潜水艦の建造（１隻：７１５億円）

・ 我が国周辺の海域における情報収集・警戒監視を有効に実施するため、 探知能
力等が向上した潜水艦（３，０００トン）を建造

３０年度潜水艦（３，０００トン）
（イメージ）

３０年度護衛艦（３，９００トン）
（イメージ）

□ 護衛艦の建造（２隻：９６４億円）

新早期警戒機（Ｅ－２Ｄ）
（写真は同型機種）

□ 新早期警戒機（Ｅ－２Ｄ）の取得（２機：４９１億円）
・ 南西地域をはじめとする周辺空域の警戒監視能力の強化のため、新早期警戒機を
取得

□ 滞空型無人機（ＲＱ－４Ｂ グローバルホーク）の取得（１４４億円）

・ 護衛艦部隊の５４隻体制への増勢のため、従来は掃海艦艇が担っていた対機
雷戦機能も具備する等、多様な任務への対応能力の向上と船体のコンパクト化を
両立した新型護衛艦（３，９００トン）を建造

・ 将来の経空脅威及び弾道ミサイルに対応し得る探知追尾性能、抗たん性、
経済性等に優れる次期警戒管制レーダ装置の開発

※ＭＩＭＯ：Ｍｕｌｔｉ-Ｉｎｐｕｔ Ｍｕｌｔｉ-Ｏｕｔｐｕｔ 次期警戒管制レーダ装置
（写真は研究試作品）

複数の小型サブアレイに
よる送受信

マイモ

３０年度防衛関係費（概算要求）の主な事業について①

○ 防衛大綱に基づく２６中期防の最終年度として、周辺海空域における安全確保、島嶼部に対
する攻撃への対応、弾道ミサイル攻撃への対応等を引き続き重視するとともに、防衛生産・技
術基盤の維持等を踏まえ、統合機動防衛力の構築に向け、防衛力整備を着実に実施。

5※ 本文中の計数は、特に記載のある場合を除き契約ベースである。



○ 島嶼部に対する攻撃への対応

ティルト・ローター機（Ｖ－２２）
（写真は同型機種）

戦闘機（Ｆ－３５Ａ）□ 戦闘機（Ｆ－３５Ａ）の取得（６機：８８１億円）

□ 新空中給油・輸送機（ＫＣ－４６Ａ）の取得（１機：２７７億円）

□ ティルト・ローター機（Ｖ－２２）の取得（４機：４５７億円）

□ 島嶼防衛用高速滑空弾の要素技術の研究（１００億円）

・ 島嶼防衛のための島嶼間射撃を可能とする、高速で滑空し、目標に命中する
島嶼防衛用高速滑空弾の要素技術の研究を実施

□ 島嶼防衛用新対艦誘導弾の要素技術の研究（７７億円）

・ 諸外国が保有するミサイルの長射程化を踏まえ、その覆域外から対処が可能と
なるよう、現有の対艦ミサイルの射程の延伸及び残存性の向上を目的として、新
たな島嶼防衛用対艦誘導弾の要素技術の研究を実施

島嶼防衛用高速滑空弾の
要素技術の研究（イメージ）

島嶼防衛用新対艦誘導弾の
要素技術の研究（イメージ）

□ 南西警備部隊等に係る施設整備（奄美大島、宮古島及び石垣島）
（５５２億円）

３０年度防衛関係費（概算要求）の主な事業について②

6※ 本文中の計数は、特に記載のある場合を除き契約ベースである。



□ ＢＭＤ用能力向上型迎撃ミサイル（ＳＭ－３ブロックⅡＡ）の取得
（４７２億円）

・ 防護範囲の拡大やロフテッド軌道で飛来する弾道ミサイルへの対応などのため
に必要な性能を有するＳＭ－３ブロックⅡＡを取得

□ 能力向上型迎撃ミサイル（ＰＡＣ－３ＭＳＥ）の取得（２０５億円）

○ 弾道ミサイル攻撃への対応

□ 新規アセットの導入（事項要求）

・ 北朝鮮の核・ミサイル開発が「新たな段階の脅威」となっていることを踏まえ、
新規アセット（イージス・アショアを中心に検討）の整備に着手

イージス・アショア

○ 宇宙空間における対応

宇宙監視システムとその運用（イメージ）

□ 宇宙監視に係る取組（４４億円）

・ 米国及び国内関係機関との連携に基づく宇宙状況監視（ＳＳ
Ａ）に必要となる宇宙監視システムの整備に係る詳細設計等

○ サイバー空間における対応

□ サイバー防衛隊の充実・強化

・ 情報収集・分析体制・事案対処体制等の強化として約１１０名
から約１５０名へ増員

３０年度防衛関係費（概算要求）の主な事業について③

7※ 本文中の計数は、特に記載のある場合を除き契約ベースである。

ＳＭ－３ブロックⅡＡ



２．弾道ミサイル防衛関係
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我が国のＢＭＤシステムの全体像

〇 我が国の弾道ミサイル防衛（ＢＭＤ）は、イージス艦による上層（大気圏外）での迎撃と
ＰＡＣ－３ミサイルによる下層（高度十数km）での迎撃を組み合わせた多層防衛。

BMD : Ballistic Missile Defense PAC : Patriot Advanced Capability SM : Standard Missile
JADGE : Japan Aerospace Defense Ground Environment

② ミッドコース段階（大気圏外）において、
イージス艦に搭載したＳＭ－３ミサイルに
より、飛来する弾道ミサイルを迎撃

① ＢＭＤ対応レーダーにより、飛来する弾道ミサイルを探
知・追尾し、自動警戒管制システムを通じて、各種迎撃シス
テムに情報を伝達

③ 高度十数kmの
落下最終段階
（大気圏内）に
おいて、ＰＡＣ
－３ミサイルに
より、飛来する
弾道ミサイルを
迎撃

防衛省作成資料
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弾道ミサイルの概要

区分 射程 弾道ミサイルの飛しょう（イメージ）

短距離弾道ミサイル
(Short Range Ballistic Missile,

SRBM)

約1,000km以下

準中距離弾道ミサイル
(Medium Range Ballistic Missile, 

MRBM)

約1,000km～
約3,000km

中距離弾道ミサイル
(Intermediate Range Ballistic Missile, 

IRBM)

約3,000km～
約5,500km

大陸間弾道ミサイル
(Inter-Continental Ballistic Missile, 

ICBM)

約5,500km以上

○ 弾道ミサイルの区分

<1,000
SRBM

1,000-3,000
MRBM

5,500<
ICBM

距離
(km)

高度

3,000-5,500
IRBM

○ 弾道ミサイルと巡航ミサイルの違い

※ 弾道ミサイルの区分は、米ミサイル防衛庁ホームページ記載のBallistic & Cruise Missile Threat.(National Air and Space 
Intelligence Center作成)による

弾道ミサイル 巡航ミサイル

• 放物線を描いて飛しょうする、ロケットエンジン推進のミサイル。
• 長距離にある目標を攻撃することが可能。
• 速度が速い。

• ジェットエンジン推進の誘導式ミサイル。
• 低空飛行が可能。
• 飛行中に経路の変更が可能で、命中精度が極めて高い。

防衛省作成資料
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ＢＭＤシステム導入の経緯

○ 我が国は、弾道ミサイル攻撃などへの対応に万全を期すため、平成１５年度に弾道ミ
サイル防衛（ＢＭＤ）システムの導入を決定。

年 内容 当時の内閣

平成5年 ・北朝鮮が弾道ミサイルを発射
・防衛庁がBMDに関する米側との協議を開始

宮澤内閣

平成7年 ・防衛庁がBMDに関する調査研究を開始
・０７大綱、０８中期防の策定

村山内閣

平成10年 ・北朝鮮が日本上空を越える弾道ミサイルを発射
・BMDに関する日米共同技術研究について安保会議および閣議了承

小渕内閣

平成12年 ・１３中期防（平成１３年度～平成１７年度）の策定。BMDについては
「技術的な実現可能性等について検討の上、必要な措置を講ずる」

森内閣

平成15年 ・「弾道ミサイル防衛システムの整備等について」を安保会議および閣
議で決定し、我が国BMDシステムの導入を政府決定

小泉内閣

平成16年 ・BMDシステムの整備を開始
・１６大綱、１７中期防の策定

小泉内閣

平成17年 ・自衛隊法改正（弾道ミサイルに対する破壊措置）でBMD対処の法整備 小泉内閣

平成19年 ・ペトリオットPAC－3の部隊配備開始
・イージス艦によるSM－3発射試験開始

第１次安倍内閣
福田内閣

平成22年 ・２２大綱、２３中期防の策定 菅内閣

平成25年 ・２５大綱、２６中期防の策定 第2次安倍内閣

※ 大綱：防衛計画の大綱 中期防：中期防衛力整備計画

防衛省作成資料
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現大綱・中期防に基づくＢＭＤシステム強化の取組

【防衛計画の大綱】

北朝鮮の弾道ミサイル能力の向上を踏まえ、対処能力の総合的な向上の一環として、弾道ミサイル防衛システムを以下
の観点から強化

● 我が国全域を防護し得る能力の強化

● 即応態勢、同時対処能力、継続的な対処能力の強化

現中期防における主な取組

＜イージス艦＞

● ＢＭＤ能力を有するイージス艦を４隻から８隻に増勢（新造

２隻、改修２隻。平成３２年度までに就役予定）

● 能力向上型迎撃ミサイル（ＳＭ－３ブロックⅡＡ）の日米共同

開発を継続・取得（平成３３年度配備予定）

＜ＰＡＣ－３＞

● 能力向上型のＰＡＣ－３ＭＳＥ

を導入（平成３２年度配備予定）

● 全２８高射隊をＢＭＤ対応化

（平成３２年度予定）

※ 市ヶ谷にＰＡＣ－３の展開基盤を整備

＜固定式警戒管制レーダー＞

● 新型レーダー（ＦＰＳ－７）の

整備・能力向上

● 国民の生命・財産を守るため、米国の先進的な取組や装備品も研究しつつ、引き続き検討を加速

→ 将来の弾道ミサイル迎撃体制についての調査研究の実施（平成２６年度～）

ＢＭＤシステムの将来的な在り方の検討

※ 能力強化策の１つとなり得る装備品

イージス・アショア → ＴＨＡＡＤ →

防衛省作成資料
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ＢＭＤに関するこれまでの予算の推移（平成１６～２９年度）

13

（単位：億円）

予算計上額合計

うち２８当初 うち２８補正 うち２９当初 （１６～２９年度）

①イージス艦の能力向上等
（SM-3ミサイルの取得等を含む） 1,913 64 306 6,708 954
②ペトリオット・システムの能力向上等
（PAC-3ミサイルの取得等を含む） 142 1,412 122 6,698 517
③レーダー関連
（FPS-3改、FPS-5、FPS-7の整備等） 58 14 119 1,270 164
④指揮統制・通信・システム関連
（JADGEシステムの機能付加等） 55 0 96 1,206 152
⑤BMDシステムの研究開発関連
（SM-3ブロックⅡAの共同開発等） 17 0 6 1,260 3

⑥その他（注２）
36 464 61 1,308 1

①～⑥合計
2,220 1,954 710 18,451 1,791

（注１）金額は、期間中の当初予算額・補正予算額の合計（契約ベース） 。四捨五入によっているので合計額が符合しない場合あり。
（注２）「⑥その他」は、ライセンス国産であるPAC-3に係る初度費、市ヶ谷の基盤整備などの弾道ミサイル発射事案を踏まえた追加施策などを含む。

３０年度
概算要求

事　業　等



３．戦略・大綱・中期防について
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戦略・大綱・中期防の位置付け

防衛計画の大綱

中期防衛力整備計画

年 度 予 算

防衛力の在り方と保有すべき防衛力の水準を規定

５ヵ年間の経費の総額（の限度）と主要装備の整備数量を明示

情勢等を踏まえて精査の上、各年度毎に必要な経費を計上

○ 国家安全保障戦略（戦略）は、我が国の国益を長期的視点から見定めた上で、外交政策及び防衛

政策を中心とした基本方針として我が国として初めて定めたもの。

○ 防衛計画の大綱（大綱）は、戦略を踏まえ、今後の我が国の防衛の基本方針、防衛力の役割、自

衛隊の具体的な体制の目標水準等を示したもの。

○ 中期防衛力整備計画（中期防）は、大綱に示された防衛力の目標水準等を踏まえ、５年間を対象

とする主要装備の整備数量等を示したもの。同計画に従って、それぞれ各年度の防衛力整備を実施。

国家安全保障戦略 外交政策及び防衛政策を中心とした国家安全保障の基本方針

位置付け・意義

戦略・大綱・中期防・年度予算の関係

（おおむね１０年程度の期間を念頭）

（おおむね１０年程度の期間を念頭）

戦略を踏まえ策定

示された防衛力の目標水準の達成

予算となり、事業として具体化

防衛省作成資料
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これまでの防衛力整備計画の推移

昭和３２年 「国防の基本方針」(32.5.20)

33

３５ 35
37

41 42

46 47
51

－「防衛計画の大綱」策定（51.10.29）－

５５ 55

59 58

62
61

2
3

7

－「平成８年度以降に係る防衛計画の大綱」策定（7.11.28）－
8

12
13

16

－「平成１７年度以降に係る防衛計画の大綱」策定（16.12.10）－
17

21

１０

１５

２０

１３中期防（政府５か年計画）(12.12.15）

１７中期防（政府５か年計画）（16.12.10)

４０

４５

５０

６０

平成 元年

５

６１中期防（政府５か年計画）(60.9.18)（ＧＮＰ比1.02％）

０３中期防（政府５か年計画）(2.12.20)

０８中期防（政府５か年計画）（7.12.15)

一次防（政府３か年計画）(32.6.14)

二次防（政府５か年計画）(36.7.18)

三次防（政府５か年計画）(41.11.29)

四次防（政府５か年計画）（47.2.8)

５３中業（防衛庁内部資料）

５６中業（防衛庁内部資料）

０８中期防（政府５か年計画）見直し(9.12.19)

０３中期防（政府５か年計画）修正(4.12.18)

「弾道ミサイル防衛システムの整備等について」（15.12.19）

「当面の防衛力整備について（ＧＮＰ１％枠）」(51.11.5)

「今後の防衛力整備について」(62.1.24)

「平成３年度以降の防衛計画の基本的考え方について」(2.12.19)

１７中期防（政府５か年計画）見直し（20.12.20)

「平成２２年度の防衛力整備等について」(21.12.17)22

－「平成２３年度以降に係る防衛計画の大綱」策定（22.12.17）－

２３中期防（政府５か年計画）（22.12.17)23
24

２５ 25 「平成２５年度の防衛力整備等について」(25.1.25)

－「平成２６年度以降に係る防衛計画の大綱」策定（25.12.17）－
「国家安全保障戦略」策定(25.12.17)

２６中期防（政府５か年計画）（25.12.17)
26

30

防衛省作成資料
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中期防衛力整備計画で定める防衛関係費の総額と実績

17

伸率 計画伸率

8 48,452 48,452 2.6 当初 0.98

9 49,473 49,412 2.0 2.1 0.96

10 49,394 49,287 ▲ 0.3 0.95

11 49,319 49,198 ▲ 0.2 0.99

12 49,355 49,215 0.0 0.99

13 49,550 49,385 0.3 0.96

14 49,557 49,392 0.0 1.00

15 49,527 49,262 ▲ 0.3 0.99

16 49,026 48,760 ▲ 1.0 0.98

17 48,560 48,297 ▲ 1.0 0.95

18 48,136 47,903 ▲ 0.8 0.94

19 48,013 47,815 ▲ 0.2 0.92

20 47,796 47,426 ▲ 0.8 0.91

21 47,741 47,028 ▲ 0.8 見直し▲1.0 0.94

22 47,903 46,826 ▲ 0.4 - 1.01

23 47,752 46,625 ▲ 0.4 0.99

24 47,138 46,453 ▲ 0.4 0.98

25 47,538 46,804 0.8 - 0.97

26 48,848 47,838 2.2 0.98

27 49,801 48,221 0.8 0.99

28 50,541 48,607 0.8 0.97

29 51,251 48,996 0.8 0.93
※上記の防衛関係費は、中期防衛力整備計画対象経費にＳＡＣＯ関係経費、米軍再編関係経費のうち地元負担軽減分及び
　新たな政府専用機導入に伴う経費を加えたもの。

（単位：億円、％）

年度
うち中期防衛力整備計画対象経費 中期防衛力整備計画 防衛関係費

対ＧＤＰ比
総額

見直し
0.9

0.5

当初
0.2

251,500

↓

242,300

250,100

242,400

↓

236,400

-

0.0

-

0.8

防衛関係費

233,900

239,700


